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第４次かわさきノーマライゼーションプラン改定版の策定について（概要） 

１．かわさきノーマライゼーションプランについて 
本市においては、障害者計画と障害福祉計画をノーマライゼーションプランとして一体的に策定することにより、障害

保健福祉分野のみならず、障害者関連の施策全体の推進を図り、サービスの提供体制や基盤の整備に取組んでいる。

また、平成28（2016）年度の児童福祉法改正に伴い、平成30（2018）年度から新たに「障害児福祉計画」の策定が義

務付けられた。本市では、すでに障害児の施策及び障害福祉サービスごとに必要な見込量を「障害福祉計画」で見込

んでいるため、障害児を対象とした部分については、「障害児福祉計画」へと位置付け直す。 

２．第４次かわさきノーマライゼーションプランの進捗状況 
 平成２７年度から２９年度における、重点的な取組に基づく進捗状況について整理。 

３．本市の障害児・者数の推移 

４．計画改定の背景 

５．障害のある方の生活ニーズ調査結果、関係団体からの意見

６．障害福祉計画・障害児福祉計画の主なポイント

計画 根拠法 内容 計画期間 

障害者計画 障害者基本法 障害者施策の方向性についての基本的な計画 規定なし 

障害福祉計画 障害者総合支援法 障害福祉サービス等に係る数値目標・サービス見込量

を定めた計画 

３年間 

障害児福祉計画 児童福祉法 障害児通所支援等に係る数値目標・サービス見込量を

定めた計画 

３年間 

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 32年度 

地域みまもり支援センターの設置 障害者相談支援センターの取組の検証 

中部リハビリテーションセンター及び障害者更生相談所南部地域支援室の開設 

<計画期間> 

●第４次障害者計画（平成 27年度～

平成 32年度）の中間見直し 

●第５期障害福祉計画・第 1期障害児

福祉計画（平成 30年度～平成 32年

度）の策定

１．あらゆる障害に対応した相談支援体制の構築 

多機能拠点整備型の施設を２か所設置（宮前区、川崎区） 日常生活用具の拡充、移動支援の従事者要件の拡充等 

２．地域生活支援の充実 

新設の地域生活支援拠点で短期入所事業を実施   

障害者差別解消支援地域協議会の設置 かわさきパラムーブメント推進ビジョンの職員、市民に向けた普及啓発の実施 

中央支援学校大戸分教室・稲田分教室の児童が日常的な交流及び共同学習が実施できるような交流籍の設置 

３．多様なニーズに対応する短期入所の充実 

生活介護事業所の新設（計４か所） 小規模生活介護事業所整備費補助金創設 

４．日中活動の場の確保 

資料１ 

・相談支援事業所の数・体制が十分でない。発達障害のペアレントトレーニングの提供の拡充が必要。 

・夕方支援に資するサービスを拡充してほしい。 

・生活介護事業所、短期入所事業所が不足していて、利用先が見つからない。 

・グループホームが不足しており、すぐには入れない。 

・医療的ケア児は少数だが、しっかりと対応してほしい。 

・ヘルパーや支援員が不足している。 

・障害のある方やその家族が地域で暮らしていくためには、障害に対する周囲の理解が不可欠。 

国の指針及び本市の実情を踏まえて、重点的に取組む目標及び障害福祉サービス等の見込量を設定。 

＜平成 32(2020)年度までに重点的に取組む目標＞ 

第４期実績（H28末） 第５期目標

1 福祉施設から地域生活への移行 入所施設からの地域移行者数 26人 45人

３か月 56%(62.8%） 69%以上

６か月 － 84％以上

１年 86.4%（91.2%)　　※１ 90％以上

707人（636人） 234人（65歳未満）

－ 401人（65歳以上）

保健・医療・福祉関係者の協議の場の実施回数 － ６回／年

3 地域生活支援拠点の整備 地域生活を支援する機能の集約等を行う拠点の整備 ２か所 ３か所

福祉施設から一般就労への移行者 181人 260人

就労移行支援事業の利用者数 453人 797人　　　　※２

就労移行支援事業所ごとの就労移行率 30.80% ３割

就労定着支援事業による支援開始から1年後の職場定着率 － ８割

児童発達支援センターの設置・保育所等訪問支援利用体制の構築 ー ４か所

ー （児発）　６か所

ー （放デイ）８か所

医療的ケア児支援のための関係機関の協議の場の設置 ー １か所

※１（）は認知症専門300床を除いた数　※２　第５期から対象者を市内事業所を利用する全ての障害者に訂正

目標 項目

2

5

4

障害児支援の提供体制の整備等
（新規項目） 重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイ

サービス事業所の確保

入院後退院率　精神障害にも対応した地域包括ケ
アシステムの構築（項目変更）

福祉施設から一般就労への移行
等

1年以上の長期入院患者（65歳以上、65歳未満）

平成18年（人） 平成29年（人） 増加率（％）
人口 1,332,035 1,496,035 12.30%

障害児・者数　計 37,480 57,395 53.10%

身体障害 27,667 36,761 32.90%
知的障害 5,483 9,499 73.20%
精神障害 4,330 11,135 157.20%

第４次ﾉｰﾏﾗｲｾﾞｰｼｮﾝﾌﾟﾗﾝ 

第４次障害者計画 

第４期障害福祉計画 
第５期障害福祉計画 

第１期障害児福祉計画 

計画的な定員増によるグループホームの拡充と多様なニーズへの対応の検討 

平成３２（２０２０）年度末の開設に向けた入所施設（川崎区）の整備 

公有地に整備した特別養護老人ホームにて高齢障害者の受入体制の整備を開始 

（１）国の主な法改正・制度改正 

①障害者総合支援法・児童福祉法の改正により、障害者の望む地域生活を支援するためのサービスの創設や障害児支援のニ

ーズの多様化へ対応するため、医療的ケアを要する障害児に対する支援等が規定された。 

②障害者差別解消法の施行や、「ユニバーサルデザイン行動計画 2020」の閣議決定など、国においても障害に対する理解を深

めるための基盤づくりが進められている。 

③発達障害者支援法の改正により、発達障害者支援地域協議会の設置等、より一層の支援の充実を規定。 

④障害者雇用促進法の改正により、平成30（2018）年4月から精神障害者が法定雇用率の対象となり、それに伴い雇用率が引

き上げられる。 

（２）本市における障害福祉を取り巻く状況 

①地域包括ケアシステム推進ビジョンに基づく取組を引き続き推進していく必要がある。 

②かわさきパラムーブメント推進ビジョンに対応した取組の推進が求められる。 

５．多様な住まい方と場の確保 

職場実習事業の実施 川崎就労定着プログラム（Ｋ－ＳＴＥＰ）の開発・実施 

個別の定着支援及びパターン・ランゲージを活用した企業向けセミナーの実施 

６．自立に向けた就労支援 

７．障害者の権利を守る取組 
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第４次かわさきノーマライゼーションプラン改定版の策定について（概要） 

７．障害者計画の構成   ※網掛けは主な改定箇所 

・相談支援体制の充実 ・地域生活の継続に必要なサービスの拡充 

・多様なニーズに対応したグループホームの整備の支援 

・法改正に対応した就労支援のさらなる推進 

・医療的ケア児の実態把握と施策の展開  ・人材の確保 

・障害に対する理解の促進など、心のバリアフリーの地域づくりに向けた取

組

・相互理解を深め、地域の多様な主体による支え合いの仕組づくり

・暮らしやすい生活環境の整備

・近年の大規模災害を踏まえた二次避難所のあり方の検討

・差別や権利侵害の防止   ・社会参加の機会の拡大 

・地域の多様な主体による支え合いの仕組みづくり 

・生活環境面でのバリアフリーのまちづくりの促進 

・災害時要援護者への支援体制の強化 

・あらゆる世代に対応した支援体制の構築 

・保健・医療・福祉等の関係機関の連携強化 

施策の 

方向性 

方針Ⅰ 育ち、学び、働き、暮らす
 一人            障害特性 応  総合的 支援体制 構築 目指    

方針Ⅱ 地域でふれあい、支え合い 
 障害   人   人 支 合   心       都市川崎 
 目指    

方針Ⅲ やさしいまちづくり
 誰  安心 安全 生活          目
指    

施策１ 相談支援体制の充実と地域リハビリテーションの枠組みの構築 

 ・障害者相談支援センターの検証を踏まえた取組の推進 

 ・指定特定相談支援事業所の拡充に向けた取組の推進 

 ・ペアレントメンターやかかりつけ医等への研修など発達障害者 

支援の充実 

・市内南部地域に（仮称）総合リハビリテーションセンターを整 

備 

施策２ こどもの育ちに寄り添う支援体制の充実

・区役所と児童相談所・教育委員会・地域療育センター等の連携 

強化

施策３ 地域生活支援の充実 

・夕方支援に資するサービスとして一定の要件を備えた生活介護 

 事業所における営業時間後の日中一時支援事業の実施 

・短期入所、短期入所緊急枠の増床 

・生活介護事業所の整備 

施策８ 権利を守る取組の推進 

 ・障害者虐待防止法、障害者差別解消法への着実な対応 

施策９ 心のバリアフリー 

 ・かわさきパラムーブメント第２期推進ビジョンに基づく取

組の推進 

・共生・協働の精神を育む小中学校９年間の系統的・計画的

な教育の推進 

施策 10 社会参加の促進 

・各区スポーツセンター等で障害者が日常的にスポーツを楽

しめるようにするための取組の推進 

・文化芸術活動に取組める環境の整備 

施策 11 多様な支え合いの構築 

・地域生活支援拠点におけるボランティアの育成等、地域と

障害者をつなぐ取組の実施 

施策 12 自殺総合対策の推進 

・「第２次川崎市自殺対策総合推進計画」に基づく取組

施策 13 生活環境のバリアフリー化の推進 

 ・福祉のまちづくりの推進 

施策 14 災害・緊急時対策の強化 

 ・二次避難所のより一層の円滑な運営に向

けた検討と実施 

基本理念 障害のある人もない人も、お互いを尊重しながらともに支え合う、自立と共生の地域社会の実現 

○障害者数が平成１８（２００６）年の障害者自立支援法施行から５０％以上増加し、且つ多様化している。 ○加齢に伴う障害の重度化・重複化、障害児支援のニーズの多様化への対応が必要である。 

○家族の高齢化を見据え、障害者が地域生活を継続するための支援策の展開が求められている。       ○障害者差別解消法の理念の浸透など、共生社会の実現に向けた取組が必要である。 

資料１ 

施策４ 多様な住まいの支援 

・南部地域における入所施設の整備 

・肢体不自由の方のためのグループホームに対する

整備費補助の充実 

施策５ 雇用・就労・経済的自立の促進 

・精神障害者の雇用に向けた検討と展開 

・就労援助センターによる個別の定着支援の実施 

施策６ 保健・医療との連携強化 

・医療機関との地域連携の仕組みづくり 

・医療的ケア児への支援 

施策７ サービス提供体制の充実 

 ・介護職員初任者研修・実務者研修の受講料補助

の対象について、障害関係の職員を追加

課 題 

背 景 

重点的な取組 
●あらゆる障害に対応した相談支援体制の構築  ●地域生活支援の充実 ●多様な住まい方と場の確保         ●自立に向けた就労支援 

●保健・医療・福祉・教育等の連携強化      ●人材の確保       ●障害に対する理解を深める取組の推進  ●災害時対策の強化 

基本的な視点 ライフステージに応じた総合的な支援体制の構築 多様な主体の参画による地域で支え合う社会の実現 誰もが安心・安全で生活しやすいまちづくりの推進 
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「第４次かわさきノーマライゼーションプラン改定版（案）」に関する 

パブリックコメント手続きの実施結果について 

１ 概要

  第４次かわさきノーマライゼーションプランの改定にあたり、「第４次かわさきノーマライゼーショ

ンプラン改定版（案）」をとりまとめ、市民の皆様の御意見を募集しました。 

  意見募集の概要、御意見の内容及び御意見に対する本市の考え方について、次のとおり公表します。 

２ 意見募集の概要 

 題     名 第４次かわさきノーマライゼーションプラン改定版（案）について 

 意見の募集期間 平成 2９年12月１日(金)から平成30年２月５日(月)まで 

 意見の提出方法 区民説明会、電子メール(専用フォーム)、FAX、郵送、持参 

 募集の周知方法 ・川崎市ホームページ掲載  

・市政だより（1２月1日号）掲載 

・各区市政資料コーナー、かわさき情報プラザ、各区保健福祉センター、

各地区健康福祉ステーション、健康福祉局障害計画課にて資料閲覧 

・各区で実施の区民説明会（計７回 参加者３３１人） 

 結果の公表方法 ・川崎市ホームページ掲載 

・かわさき情報プラザ、各区役所、健康福祉局障害計画課に資料設置 

３ 結果の概要 

４ 主な意見と本市の対応  

 パブリックコメントの結果、４３通、１３０件の御意見をいただきました。 

寄せられた御意見としては、相談支援体制の充実、通所施設及び短期入所の整備と支援体制の充実、

グループホームの拡充と支援体制の充実、保健・医療・福祉の連携、障害に対する理解の促進など、

大変幅広い内容の御意見や御要望をいただきました。意見の趣旨を反映することで、計画が当事者の

方々にとってわかりやすいものとなる御意見があったことから、一部意見を反映するとともに、必要

な時点更新等を行った上で、計画を策定することといたしました。 

 なお、いただいた御意見については、今後の参考としながら、各種の事業・施策を推進してまいり

ます。 

意見提出数（件数） ４３通（１３０件） 

内訳 

区民説明会 ３０通（５４件） 

電子メール ３通（１０件） 

ＦＡＸ ５通（３９件） 

郵送 ３通（１８件） 

持参 ２通（９件） 

資料２ 

4



【意見に対する市の考え方の区分説明】 

御意見の件数と対応区分 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 合計

1 0 6 6 6 0 18

2 3 3 0 4 0 10

3 0 6 0 11 0 17

4 0 7 2 2 0 11

5 0 3 0 1 0 4

6 0 8 0 4 0 12

7 0 1 1 1 0 3

8 3 0 0 2 0 5

9 1 5 0 7 0 13

10 0 0 0 4 0 4

11 0 0 0 1 0 1

12 0 0 0 3 0 3

13 1 1 0 1 0 3

14 0 0 0 1 0 1

15 3 3 0 4 2 12

16 0 0 0 3 10 13

11 43 9 55 12 130

地域生活支援に関すること

権利を守る取組に関すること

サービス提供体制の充実に関すること

保健・医療との連携に関すること

雇用・就労・経済的自立に関すること

多様な住まいの支援に関すること

災害等の対策に関すること

生活環境のバリアフリーに関すること

自殺総合対策に関すること

多様な支え合いの構築に関すること

心のバリアフリー・社会参加促進に関すること

合計

障害児支援に関すること

相談支援体制・地域自立支援協議会に関すること

その他

計画の策定・実施に関すること

障害福祉計画に関すること

項 目
区 分

５ 市民意見（要旨）と意見に対する市の考え方 

  別紙のとおり 

６ 問い合わせ先 

  健康福祉局障害保健福祉部障害計画課 

   電 話：０４４－２００－２６６３ 

   ＦＡＸ：０４４－２００－３９３２ 

Ａ 御意見の趣旨を踏まえ、当初案に反映させたもの 

Ｂ 御意見の趣旨が案に沿ったものであり、御意見を踏まえ、取組を推進するもの

Ｃ 今後の取組を進めていく上で参考とするもの 

Ｄ 案に対する質問・要望の御意見であり、案の内容を説明・確認するもの 

Ｅ その他 
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（１）相談支援体制・地域自立支援協議会に関すること

№ 質問・意見の趣旨 件数 市の考え方 区分

1 　総合リハビリテーションの具体的な業務内容を知
りたい。

1 　（仮称）総合リハビリテーションセンターは、障害者更生相
談所と精神保健福祉センターを統合して設置し、手帳の発行等
の法定業務のほか、地域リハビリテーションセンターの統括を
行うとともに、民間事業者を含めた全市的な支援の質の向上を
図るため、リハビリテーション技術の普及啓発に向け、企画・
調整等行います。

Ｄ

2 　総合リハビリテーションセンターは具体的にどこ
にできるのか。

1 　川崎区日進町の福祉センター跡地に開設予定です。 Ｄ

5 　指定特定相談支援事業所について詳しく説明して
ほしい。

1 　指定特定相談支援事業所とは、地域の障害者等の福祉に関す
る様々な問題について相談に応じる「基本相談支援」と、障害
福祉サービスの利用者を対象に利用計画を作成する「計画相談
支援」を行い、その実施にあたっては川崎市に申請を行い基準
を満たし指定を受けている事業所のことになります。指定特定
相談支援事業所には、専門職として相談支援専門員がおり、相
談支援にあたっています。

Ｄ

Ｂ

4 　保健福祉センターの職員のケースワークがきちん
と行えるよう、市は指導し、質の確保を図ってほし
い。
（同趣旨他１件）

2 　新たに障害保健福祉分野に配属となった職員向けに、障害特
性の理解や障害者総合支援法サービスの内容、関係機関の役割
や関係機関との連携等についての研修を行っておりますので、
引き続き、こうした取組を通じて、区役所職員の業務の質の確
保に努めてまいります。

3 　手帳を持たない、周りからも本人自身も障害を認
められない、認めない状況で苦しんでいる家族や当
事者に対して、総合的なアドバイスができる相談支
援機能を充実してほしい。
（同趣旨他３件）

4 　本市では、各区保健福祉センター・地区健康福祉ステーショ
ンのほか、各区に４か所の障害者相談支援センターを設置し、
障害種別や年齢、障害福祉サービス利用の有無に関わらずに相
談を受けとめ、障害のある方が、より身近な地域で必要な相談
支援を受けられるような体制を整えています。
　また、個々の課題を持った住民に対して、福祉サービスへ繋
ぐことも含めて個人を「丸ごと」支援できる体制が必要であ
り、平成28（2016）年４月に、各区役所に、地域みまもり
支援センターを設置しました。地域みまもり支援センターで
は、高齢者や障害者をはじめ、すべての住民を対象として、行
政内部の専門職種のアウトリーチ機能を充実し、連携強化する
とともに、地域包括支援センターや障害者相談支援センターな
どの専門相談支援機関をはじめとした地域における多様な主体
との連携の推進を目指しています。

Ｃ

6 　指定特定相談支援事業所が思うように増えない中
で、各相談支援事業所が計画相談を受けきれず、本
来支援が必要な方にケアマネジメントが行き届かな
い現状も見受けられる。行政内での横の連携を行い
ながら、地域生活支援センターだけでなく、地域活
動支援センター等でも指定の相談支援事業が実施し
やすくするための加算等の整備をするなど、相談支
援のすそ野を拡げる取組を進めていただきたい。ま
た、指定特定相談支援事業所の拡充を計画的に行っ
ていくのであれば、事業所設置数の見込量（数値目
標）を掲げる必要もあるのではないか。
（同趣旨他２件）

3 　指定特定相談支援事業所については、利用者から数や体制が
十分でないとの意見があり、事業者からは一定の質を保ちなが
ら事業を実施するのは困難であるとの意見があるため、すべて
の指定事業所において運営が成り立つよう抜本的な報酬体系の
見直しを早急に行うよう政令指定都市で協調して国に要望して
おりまして、平成30（2018）年度の報酬改定において、新
たな加算の創設や既存の加算の単価引き上げなど、一定程度の
適正化が図られました。
　指定特定相談支援事業所の拡充に向けた取組といたしまして
は、これまでも事業者や区役所とその方策について検討をして
まいりましたが、今後、報酬改定の内容を踏まえて、引き続き
拡充策について検討してまいります。
　また、数値目標については、他のサービスと同様に利用者数
を目標値としています。

Ｃ
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№ 質問・意見の趣旨 件数 市の考え方 区分

7 　地域の身近な相談場所としてつくられたはずの障
害者相談支援センターは、通常の相談の業務に加
え、計画相談支援における書類作成等の業務にも追
われ、支援者も疲弊し、物理的にも相談者一人一人
に寄り添える状況ではなくなってきている。ケアマ
ネジメントが必要な方への計画相談と支給決定のた
めの計画相談を分けることや優先順位をつけると
いった整理や、区役所保健福祉センターと相談支援
センター（基幹型・地域型）等がお互いの役割を共
有しながら、必要な方に支援が行き届く相談支援体
制の再構築を共にすすめていただきたい。

1 　障害者相談支援センターについては、平成29（2017）年
度に障害当事者や学識経験者、関係団体などで構成する「障害
者相談支援センターの検証に関する懇談会」を設置し、セン
ター従事職員の人材育成や、相談支援を実施するための設置・
運営基準などの検証を行っているところです。
　今後、国の相談支援に係る制度改正の動向も踏まえつつ、相
談支援体制の充実に努めてまいります。
　また、計画相談支援については、本来の指定特定相談支援事
業者による適正実施が望ましいことから、国の報酬改定等の動
向も踏まえながら、本市としても、指定特定相談支援事業者に
よる計画相談支援体制の機能強化に向け、有効な手法を検討し
ていきます。

Ｂ

8 　気持ちを共感し、見通しが持てるような助言あれ
ば、障害のある本人もその家族も気持ちが救われる
ので、公認心理師を障害者相談支援センターに配置
してほしい。

1 　障害者相談支援センターについては、障害種別や年齢、障害
福祉サービス利用の有無に関わらずに相談を受けとめ、必要に
応じて区役所や地域リハビリテーションセンター、障害者更生
相談所、精神保健福祉センター等関係機関と連携を図りながら
支援しているところであり、今後についても引き続き連携強化
に努めていきます。
　なお、障害者相談支援センターは基幹型・地域型ともに、一
定の実務経験と国が定める研修を修了している相談支援専門員
を配置しているほか、基幹型の相談支援専門員については、さ
らに社会福祉士、精神保健福祉士又は介護支援専門員のいずれ
かの資格を必須とし、専門性の担保を図っているところです。
また、基幹型には相談支援専門員として一定の実務経験と本市
が実施する試験に合格した主任相談支援専門員及び保健師、看
護師、理学療法士及び作業療法士等の医療系相談員も配置し、
様々な相談に対応できる体制を整えているところです。
　公認心理士については、平成30(2018)年から資格試験が開
始されることから、制度の動向を見据えつつ、今後の障害者相
談支援センターの検証を踏まえた取組の参考とさせていただき
ます。

Ｃ

10 　ひきこもりについては個々人の背景・理由が異な
るので、公費で家庭訪問をし、年数をかけても緻密
な対応が必要である。また、不登校を経験した若者
たちが自分たちで学びながら仲間育ちをしているグ
ループがあるが、その人たちのように、制度や施策
から零れ落ちる人がいることを把握し、支援してほ
しい。

1 　「ひきこもり」状態にある方につきましては、一人ひとり個
別に様々な要因が重なっていることから、年代、環境、状態像
等に応じた、障害福祉や精神保健福祉だけでなく、様々な分野
からの支援が必要となるものと考えております。今後実施予定
のひきこもりに関する調査をもとに、関係部局と連携して、幅
広い支援方法について検討を進めていきます。

Ｂ

9 　ペアレントメンター事業やかかりつけ医への研修
とは、具体的にどのような取組なのか。
（同趣旨他１件）

2 　ペアレントメンター事業とは、自らも発達障害のあるお子さ
んを育てた経験があり、かつ一定の相談支援に関するトレーニ
ングを受けた方がペアレントメンターとなって、同じように発
達障害のある子をもつ親に対してサポートや相談・助言を行う
ものです。
　また、かかりつけ医への研修とは、診療所の主治医等に対し
て、国で実施している研修の内容を踏まえた研修を受けて頂
き、発達障害の知識や対応を習得して頂くというものになりま
す。

Ｄ
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№ 質問・意見の趣旨 件数 市の考え方 区分

11 　難病相談支援や希少難病に対する市の取組状況に
ついて教えてほしい。

1 　国が指定する指定難病は現在330疾病です。本市における指
定難病医療費助成制度の受給者は、平成29(2017)年４月１日
現在約9,300人で、人数の多い上位５つの疾病で全受給者のお
よそ５割を占めています。
　指定難病患者に対しては、難病の患者に対する医療等に関す
る法律に基づき、平成27(2015)年から平成30(2018)年の
３月まで各都道府県が一定の条件を満たした場合に医療費助成
等を行うことが定められておりますが、同法の規定により、神
奈川県が行っている事業のうち、医療費助成及び相談支援の体
制を含む療養生活環境整備事業については平成30(2018)年の
４月から本市が行うこととなります。
　現在、神奈川県においては、かながわ難病相談支援センター
を設けており、本市においても、各区地域みまもり支援セン
ターにおいて、難病の療養等に関する相談を受けるという体制
をとっております。
　また、本市では聖マリアンナ医科大学病院と提携し、同病院
のメディカルサポートセンターの難病相談窓口において、多く
の相談に対応できている状況です。このことから、本市に改め
て相談窓口を設けるかについては検討をしてまいりたいと考え
ております。
　医療費助成については、神奈川県から本市へ事業が移行され
るため、現在助成を受けている患者の方については、御案内さ
せていただくこととしています。その他の取組としては、移動
手段としての福祉キャブを運行しているほか、介護者の介護負
担の緩和等の為に一時的に患者の方が入院できるような事業等
も行っております。

Ｄ

（２）障害児支援に関すること

№ 質問・意見の趣旨 件数 市の考え方 区分

12 　児童発達支援事業ならびに放課後等デイサービス
の事業所にていわゆる発達障害ならびにグレーゾー
ンと診断されたお子様の療育に従事している。中央
療育センターの公開講座や私共への問合せでも、現
在、保護者が一番心配されている多くの主訴が「言
葉の発達の遅れ」となっている。こうしたニーズに
応えていくべく、例えば、市に登録している言語聴
覚士の方に支援の際来ていただき、よりお子様一人
ひとりに対して専門的に見ていただくといった取組
は可能か。

1 　言葉の発達の遅れに対し、子ども一人ひとりの個別の支援に
ついては、市内4か所の地域療育センターで相談・診療・療育
等総合的療育支援を行っています。市内障害児通所事業所に対
しては、事業所への支援として、必要に応じ地域療育センター
専門職員が技術援助及び情報の提供を行っています。

Ｄ

13 　障害児支援に関する連携強化とは、具体的に何を
強化するのか。

1 　発達障害や医療的ケアが必要な子どもなどに関する課題や対
応策を検討するため、保健、医療、福祉、教育等の関係部署や
関係機関による情報共有や意見交換を行う場を設置し、地域に
おける支援体制の構築に向けて、連携を強化していきます。

Ｄ

14 　出産時に障害のあることが分かり、退院し地域生
活となった方について、生まれる前から出産後、家
族の心身のケアを含む専門の相談支援が必要ではな
いか。
（同趣旨他１件）

2 　各区地域みまもり支援センターでは、妊娠期の体調管理や出
産後の子育てに関する相談を受けております。お子さんに障害
の疑いがある場合におきましても、医療機関等の関係機関や関
係部署と連携を図りながら支援を行ってまいります。

Ｂ
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№ 質問・意見の趣旨 件数 市の考え方 区分

15 　早期発見・治療等することにより、回復・成長
上、機能改善につながる可能性があると思われるの
で、3か月健診の保健所・医療機関との連携や相談
施設の増設などが必要ではないか。また、個別の家
庭訪問は微妙な問題をはらむので民生委員ではな
く、行政で対応するのが望ましい。

1 　本市において、３か月児健診の結果は区保健福祉センター及
び医療機関で共有し、連携をしながら支援が必要な方へのフォ
ロー等を実施しております。
　また、訪問事業については民生委員以外にも、訪問指導員や
区保健福祉センターの保健師が伺うなど、各家庭の状況に応じ
た対応を実施しております。

Ｄ

16 　「就学相談の充実」について、障害者権利条約施
行を受け、「保護者との合意形成を基本」を「保護
者の意向を尊重し、保護者との合意を基本とし」に
変更してほしい。

1 　就学の相談については、平成25(2013)年文部科学省通知の
「学校教育法施行令の一部改正について」において、「本人・
保護者の意見を最大限尊重し、本人・保護者と市町村教育委員
会、学校等が教育的ニーズと必要な支援について合意形成を行
うことを原則とし、最終的には市町村教育委員会が決定するこ
とが適当である」と示されております。
　したがいまして、98ページの「保護者との合意形成を基本
に学びの場を決定していきます。」を「本人・保護者の意見を
最大限尊重し、教育的ニーズと必要な支援について合意形成を
行うことを原則として、学びの場を決定していきます。」と変
更します。

Ａ

17 　「■地域の学校における特別支援学級の整備」は
現状、計画とも特別支援学校の内容で特別支援学級
の内容がないので、特別支援学級がどのようなこと
をしているか記載してほしい。また、平成29年度
（改定時）の現状の下から２つ目の「・」で更生相
談所とあるが、地域療育センターではないのか。県
立特別支援学校３校に通っているのは川崎市民であ
る。県立特別支援学校との関係、連携について記述
してほしい。

1 　特別支援学級に在籍する重度の知的障害のある児童生徒や自
力での移動が困難な肢体不自由のある児童生徒への支援、指導
の充実のために、対象となる特別支援学級への支援として、市
立特別支援学校の地域支援部が計画的に巡回する事業を行なっ
ています。また、障害者更生相談所や県立を含む特別支援学校
は特別支援学級の児童生徒への指導の充実を目的に、小中学校
からの要請を受けて訪問し助言をする事業を行なっています。
　したがいまして、100ページの「地域の学校における特別支
援学級の整備」は、表題を「特別支援学級における指導の充
実」とし、本文に「市立及び県立の特別支援学校のセンター的
機能や地域療育センター、障害者更生相談所等と連携し、」を
加えます。
　また、「平成29年度（改定時）の現状」については、「・
一貫した指導の継続を目的に、地域療育センター等との連携を
実施」「・特別支援学級在籍児童生徒への専門的指導のため、
市立特別支援学校のセンター的機能の計画巡回訪問や、県立を
含む特別支援学校や障害者更生相談所の専門職による要請訪問
の活用」「・交流及び共同学習の研究成果を発信（H26・
27）」とし、「平成29年度（改定時）の計画」については、
「・現状の取組の推進」「・特別支援学級在籍児童生徒の指導
の充実のため、市立特別支援学校の計画巡回訪問の充実」に改
めます。なお、「平成26年度（策定当初）の計画」の「・小
学校における児童支援（中略）発信及び普及」は通常の学級に
おける取組のため、101ページの「特別な教育的ニーズのある
児童生徒への支援」に整理し直します。
　さらに、県立特別支援学校との連携について、98ページの
「就学相談の充実」の本文に「さらに、就学後についても、支
援・指導の継続を目的に、就学先の小学校や市立特別支援学
校、県立特別支援学校と地域療育センターのケースワーカーや
専門職が連携していきます。」を追加します。

Ａ

18 　入院中の子に対する院内学習を配慮し、単位履修
や進学、将来への道につながる希望の持てる条件整
備、保護者への対応を考えてほしい。

1 　聖マリアンナ医科大学病院に入院する児童生徒のために、平
成８（1996）年度から稗原小学校、菅生中学校の特別支援学
級として院内学級を設置しています。院内学級においては、保
護者との連携の下、入院に伴って在籍を移動した児童生徒に対
して、お子さんの状況に合わせた指導を行なっているほか、退
院し自宅療養をしている児童生徒に対しても通院時を中心に支
援を行なっています。
　したがいまして、100ページの「特別支援学級の整備及び指
導の充実」の平成26（2014）年度の現状に「・聖マリアン
ナ医科大学病院に入院している児童生徒のために、稗原小学
校、菅生中学校の特別支援学級として院内学級を設置し、入院
に伴って在籍を移動した児童生徒に対して、状況に合わせた指
導を実施」、「・退院し、自宅療養をしている児童生徒に対す
る支援の実施」を加えます。

Ａ
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№ 質問・意見の趣旨 件数 市の考え方 区分

19 　障害が軽度の場合で集団保育が可能ならば、障害
を持たない子供と同じところで過ごす工夫をする。
そのことにより、自然に共生・協同が違和感なくで
きるし、相互理解、意識の醸成になる。

1 　本市においては、集団保育が可能な子どもについて、市内全
認可保育所、認定保育園で受入れを実施しています。今後につ
いては、保育所等訪問支援や巡回相談支援等を実施することに
より、保育所、幼稚園や認定こども園などの利用を希望する障
害児の受入れ体制の支援を推進し、障害の有無に関わらず、全
ての子どもが共に成長できる地域社会づくりを目指していきま
す。

Ｂ

20 　放課後等デイサービスのガイドラインを市でも作
成する予定はあるのか。

1 　質の高い放課後等デイサービスの提供のため、国のガイドラ
インを基本として、市の実情等を踏まえながらできる限り分か
りやすい解釈等を含めた市独自のガイドラインを策定していく
予定です。

Ｄ

（３）地域生活支援に関すること

№ 質問・意見の趣旨 件数 市の考え方 区分

21 　障害者施設運営費補助は削減ではなく増やす方向
で見直しをしてほしい。

1 　障害者支援施設等への市独自加算は、運営法人の経営実態調
査結果を踏まえ、その内容等を検討しております。今後につき
ましても、その在り方について慎重に検討してまいります。

Ｄ

23 　精神障害者を少なくする方策について。 1 　精神障害者の増加は従来の統合失調症やうつ病だけではな
く、発達障害や認知症の増加も影響しております。予防対策は
重要であり、国を挙げてのメンタルヘルス対策や、川崎市でも
様々な相談窓口を設けて多様な取組を行っております。加え
て、早期発見・重症化予防も大切であり、精神科にかかるとい
うことが、未だに抵抗の多い現状もまだまだある中、出来るだ
け早期に医療にかかって頂いて、重症化を予防して頂く、必要
な時に必要な支援が受けられる環境づくりも重要だと考えてお
ります。

Ｄ

24 　障害児者の短期入所（ショートステイ）が利用し
づらい印象がある。

1 　短期入所については、障害のある方とその御家族の地域生活
を支える大変重要なサービスですが、土・日の利用希望が多
く、また、ベッド数に限りがあるため、希望どおりの期間利用
できないケースがあることは認識していますので、今後も引き
続き短期入所ベッドの拡充に努めてまいります。

Ｂ

22 　精神障害者の増加が著しいので、分析と丁寧な対
応が必要。プランはそれにおいついているのか。
（同趣旨他１件）

2 　精神障害者の増加は医療的支援だけではなく、利用可能な福
祉サービスが拡充されてきたことから増加してきたと考えてお
ります。また、精神科診療所が増加している為、医療へのアク
セスが改善していることも影響しており、通院費を助成する自
立支援医療受給者は毎年千人以上伸びております。これらの増
加を踏まえて本計画を策定しています。

Ｄ

25 　短期入所の増床は歓迎されるところだが、短期入
所を気軽に利用できる人とできない人がいる現状で
の増床は、利用できる人とできない人との利用回数
の差を広げるだけだと思う。親のなきあとや集団に
なじめないために短期入所の利用を遠慮してしまう
家族、精神障がい者にとっても、現在の短期入所の
活用を再検討していただきたい。
（同趣旨他１件）

2 　障害種別などの御利用者の状況により利用できる短期入所
ベッドと利用できない短期入所ベッドとがあることは認識して
いますので、より多くの方が利用できるよう、今後も引き続き
短期入所ベッドの拡充に努めてまいります。

Ｄ
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№ 質問・意見の趣旨 件数 市の考え方 区分

26 　放課後等デイサービスの送迎加算がなくなるとい
う話から、移動支援へのニーズはこれから増大する
と予想されるが、どのように計画をたてているの
か。

1 　移動支援事業については、外出目的が定められており、単独
での移動が困難な障害児・者に支援を行うものです。第５期障
害福祉計画のサービス量については、これまでの給付実績を踏
まえた見込量を設定しています。なお、平成30(2018)年度の
制度改正において、放課後等デイサービスにおける送迎につい
ては、廃止ではなく障害児の自立能力の獲得を妨げないよう配
慮するよう通知に明記するとされています。

Ｄ

27 　移動支援や通学・通所支援は、ニーズに対して実
績・見込とも増えていないように思われる。ニーズ
はあっても、従事者の不足など支援が追いついてい
ないのではないか。

1 　移動支援については、時間帯によって需要と供給のバランス
が保てない状況にあることは認識しております。したがいまし
て、従業者を養成するための研修については継続して行ってい
き、支援者の確保に努めてまいります。第５期障害福祉計画で
は、市全体のニーズは、行動援護や重度訪問介護、居宅介護な
どの障害福祉サービスによる移動の支援、送迎などを確保する
ための事業所への支援の充実を踏まえるとともに移動支援事
業、通学・通所支援の実績を考慮し見込んでいます。

Ｄ

28 　学校卒業後、福祉的就労をしている（将来するで
あろう）人たちの夕方支援の要望が非常に多くなっ
ているが、日中一時支援の見込量は少ないのではな
いか。

1 　学校卒業後福祉的就労をしている、あるいは将来福祉的就労
が見込まれる方の夕方支援帯の過ごし方において、日中一時支
援（障害児・者一時預かり）の制度利用は選択肢のひとつとし
て捉えておりますが、当該事業は集団生活への適応を事業の主
旨としているため、福祉的就労が見込まれる方の当該事業の利
用は、現状を維持する程度の利用量を見込んでおります。
　なお、第５期障害福祉計画における障害児・者一時預かりの
総見込量については、主に生活介護事業所を利用している方の
夕方時間帯における利用の増加を見込んでおり、第４期におけ
る利用実績の増加に加え、制度改正の方向性として生活介護事
業所における障害児・者一時預かり事業の指定の特例を認める
ことによる指定事業者の増加及び利用者の増加を見込量に反映
しています。

Ｄ

29 　あんしんサポートについて記載していないのはな
ぜか。

1 　第５期障害福祉計画では行政計画として国庫補助対象となる
事業等を主に掲載しておりますので、国庫補助事業でないあん
しんサポートについては記載しておりませんが、継続して実施
する予定です。

Ｄ

30 　強度行動障害に悩んでいる当事者・家族が増えて
いると思うが、生まれつきの障害ではない二次的障
害をきたさないための療育・教育・日常生活での支
援について、検討をしているか。

1 　二次的障害をきたさないためには、早期発見・早期支援とと
もに、手厚い支援が重要であると認識しておりまして、地域療
育センター、発達相談支援センター等において支援の充実を
図っております。また、平成29(2017)年度からは、事業所の
従事者等を対象とした強度行動障害支援力向上研修を開始して
おり、今後も継続して実施してまいります。

Ｂ

31 　地域活動支援センターA型は、相談が共にある居
場所として機能している精神障がい者にとっては貴
重な場なので、この大切な社会資源を今後も継続し
発展できるように丁寧に検討を行ってほしい。

1 　地域活動支援センターA型につきましては、これまでも精神
障害者の地域生活支援を実施してきた重要な社会資源だと考え
ております。精神保健福祉を取り巻く状況が、設置当時から変
化している状況も踏まえて、本計画期間において、A型の機能
の充実に向けたあり方の検討をしてまいります。

Ｂ

32 　週1日からでも通所することが出来る地域活動支
援センターは、症状・体調の不安定さから通所先を
確保するのが難しい精神障害者にとって、重要な社
会資源であり潜在的なニーズはまだまだ多いものと
思われる。また、地域活動支援センターはひきこも
り支援の役割も期待されている。就労になじまない
方、状態の不安定な在宅精神障がい者の受け皿とし
て重要な役割を担う地域活動支援センターについ
て、安定した運営基盤を整えるとともに、その数に
ついても引き続き増設を目指すような福祉計画を策
定してほしい。

1 　地域活動支援センターは、利用者が地域において自立した日
常生活または社会生活を営むことができるよう、利用者を通わ
せ、創作的活動又は生産活動の機会の提供及び社会との交流の
促進を図るとともに、日常生活に必要な便宜の供与を適切かつ
効果的に行うものでなければならないとされております。
　地域活動支援センターついては、利用実績を踏まえつつ、必
要数を確保する等、環境整備に努めてまいります。

Ｄ
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№ 質問・意見の趣旨 件数 市の考え方 区分

33 　障がいのための機能訓練機、補助器具の開発を企
業に働きかけ、表彰などをしてはどうか。

1 　本市では、産業と福祉の融合で新たな活力と社会的価値を創
造するウェルフェアイノベーションの取組を進めています。こ
の中で、障害のある方の自立支援に向けた機器へのモニター評
価や開発経費の支援を行っているほか、３Ｄプリンタの技術を
活用したモノづくりの企画を実施するなど、様々な取組で障害
のある方の支援機器の開発支援を行っています。また、全国の
事業所を対象に福祉製品の認証を行うかわさき基準認証事業を
行っており、平成28（2016）年度までに196の製品を認証
してきたほか、さらにその製品の活用により新たなコトを生み
だす取組も行っているところです。

Ｂ

（４）多様な住まいの支援に関すること

№ 質問・意見の趣旨 件数 市の考え方 区分

35 　福祉センター跡地利用について知りたい。 1 　福祉センター跡地活用施設（川崎区）については、障害者支
援施設（47床）、宿泊型自立訓練（20床）を開所する予定で
す。また、同施設内には、（仮称）南部リハビリテーションセ
ンター及び南・中・北の３か所の地域リハビリテーションセン
ターを統括する（仮称）総合リハビリテーションセンターを開
設する予定です。さらに、特別養護老人ホーム、福祉人材の育
成機能としての（仮称）福祉総合研修センター、新たな福祉製
品やサービスを創出することを目的とした（仮称）ウェルフェ
アイノベーション連携・推進センターを併せて整備する予定で
す。

Ｄ

36 　施設入所者に「困ったことがない」との割合が高
い。このことから、個々人にあった施設等増設が必
要である。

1 　障害のある方が住み慣れた地域で安心して暮らし続けること
ができるよう、多様なニーズに対応した多様な形態の住まい方
とその場の確保・充実が重要と考えております。そうした中
で、障害者支援施設47床、宿泊型自立訓練20床を平成32年
末に開所予定です。

Ｂ

34 　「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの
構築支援事業」の取組が開始されるようだが、川崎
市には長年かけて取り組んだ事業や、各法人の独自
の取組の歴史があるので、その土壌をさらに豊かに
する施策でなければならない。退院促進をすべき当
事者がいて、その方々が地域に根付けるための施策
を推進してほしい。
　また、入院している方の退院への気持ちを揺り動
かすのは、知人が退院して地域で生活していること
を身近に感じた時である。ピアサポータ の取組も
行われてきたが、もっと枠を広げて、退院した当事
者の面会、ＯＴ（作業療法士）でのプログラム参
加、交流会などを行い、「当事者に開かれた病院・
病棟」つくりを行政としても推進すべきである。
（同趣旨他１件）

2 　「精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築支援事
業」の取組では、平成29(2017)年度から北部地区をモデル圏
域として、長期入院者の地域移行を進めるとともに、精神障害
者の支援の担い手を広げて、地域生活を支援する地域づくりを
目指しております。モデル圏域の取組の中には病院内外で行わ
れる退院プログラムについて、ピアサポーターの協力のもと病
院と連携して検討を進めており、今後はモデル圏域の取組を
様々な医療機関で実施できるよう、医療と福祉の連携を進めて
まいります。

Ｂ

37 　グループホームのスタッフの確保や、消防法など
法改正へ対応するための整備費補助など市がしっか
りと支援をし、計画的に整備を進めてほしい。
（同趣旨他３件）

4 　グループホームの整備については、平成27(2015)年度から
平成29(2017)年度の実績を踏まえ、平成30(2018)年度か
ら平成32(2020)年度まで毎年90名、３年間で合計270 名の
グループホームの定員増を図ることとしています。
　着実な整備が図れるよう、世話人体制確保加算や夜間体制加
算等によるサービス提供支援を引き続き実施するとともに、整
備費補助については、肢体不自由の方のための補助の充実を図
ることとしたところです
　また、不動産事業者等に対してグループホームへの理解を促
し、設置の促進に努めていきます。

Ｂ
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№ 質問・意見の趣旨 件数 市の考え方 区分

38 　出来るだけ暮らしているグループホームで、医
療・介護の制度が利用できる方向性を求める。ま
た、「暮らしやすい住まいの選択肢」として、サテ
ライトを位置付けてほしい。

1 　平成30(2018)年度より、重度の障害がある方に対して、昼
夜にサービスを提供できる「日中サービス支援型共同生活援
助」が新設されることにより、従前より手厚い支援が行われる
と見込んでいます。
　また、サテライト型住居は、平成26（2014）年度より導
入され、原則的には入居から３年の間に一般住宅等に移行でき
るよう支援する目的で設置されています。また、入居から３年
を超える場合にあっても、単身生活への移行が具体的に見込ま
れると市が判断した場合は、継続利用することが可能です。
　本制度が導入されてから一定期間が経過し、利用状況等の蓄
積がある中で、運用方法等については、国の動向を注意してい
きます。

Ｄ

39 　視覚障害者のためのグループホームに対する整備
費補助の充実について検討してほしい。

1  より整備にコストのかかる肢体不自由の方向けの整備費補助
の充実を図ることとしましたが、今後も引き続き、グループ
ホームの施設運営法人への支援のあり方について検討していき
ます。

Ｃ

40 　老人施設職員に対する障害特性についての研修を
体制整備に含ませて記述してほしい。

1 　高齢者社会福祉総合センター（人材開発研修センター等）で
は、障害のある高齢者の重大事故の事例検討や、障害特性を踏
まえた対応力の向上研修等を実施しております。今後も、高齢
障害者の増加や地域共生社会の実現などを踏まえ、高齢者施設
職員及び障害者施設職員に必要な研修を実施してまいります。

Ｂ

41 　特別養護老人ホームに視覚障害者の入居枠を設定
してほしい。

1 　本市では、高齢者の方々が住み慣れた地域で安心して暮らせ
るまちづくり、介護が必要となっても「かわさき」で暮らし続
けられる支え合いのまちづくりを基本目標に掲げ、特別養護老
人ホームの整備など、高齢者の多様な居住環境の実現に向けた
取組を進めているところです。
　障害のある方の高齢化に対する取組の一つとして、公有地を
活用した特別養護老人ホームの整備において、障害のある要介
護高齢者の受け入れを可能とする施設の整備を進めているとこ
ろです。
　現在、平成31(2019)年５月の開設に向け、中原区井田地区
の市有地を活用した整備において、「障害者支援施設」の入所
者又は「障害者グループホーム」の入居者で、「特別養護老人
ホーム」での支援がふさわしい高齢障害者について、定員の１
割程度を受け入れることを条件とした整備を進めております。
　今後につきましては、当該施設の運営状況等を踏まえなが
ら、様々な整備手法により、真に必要な方のための整備に向
け、着実な整備に取り組んでまいります。

Ｃ

42 　障がい者のみの賃貸住宅も借りやすいようにオー
ナーへの行政指導や援助をしてほしい。

1 　障害者が民間住宅に入居を望んでも、障害への偏見や安全上
の問題を理由に断られることもありますので、こういったこと
を改善するために、川崎市居住支援協議会と連携した障害者の
入居・居住の継続支援の体制充実に努めていきます。

Ｂ

（５）雇用・就労・経済的自立に関すること

№ 質問・意見の趣旨 件数 市の考え方 区分

43 　障害者雇用について、川崎市は目標を達成してい
ないと聞いている。まずは川崎市がお手本を示し、
積極的に雇用を促進してほしい。

1 　現在、地方公共団体の法定雇用率は2.3％となっており、本
市の雇用率は平成29（2017）年６月１日現在で2.34％と
なっています。本年４月から法定雇用率が2.5％に上がること
になっており、更なる雇用を目指してまいります。

Ｄ

44 　「精神障害の特性に配慮した適切な勤務形態等の
検討」とあるが、ぜひ具体的な精神障がいの特性に
ついて理解し、その就労形態を検討、推進してほし
い。

1 　精神障害者の雇用につきましては、「働き方・仕事の進め方
改革推進プログラム」の「障害者雇用の拡大」の取組の一つと
して、今年度から短時間の試行的な任用を始めたところでござ
います。
　今後につきましては、障害特性に即した雇用形態、適切な勤
務形態や職務内容等について検討し、他都市や民間企業等の取
組事例なども参考に、引き続き取り組んでまいります。

Ｂ
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№ 質問・意見の趣旨 件数 市の考え方 区分

45 　障害者の雇用枠を広げ、積極的取組、実績を上げ
た企業は公表や表彰をするなどしてはどうか。

1 　企業への障害者雇用に向けた普及啓発と採用意欲の喚起につ
いては、神奈川県において、県内で障害者雇用に積極的に取り
組む中小企業等を「かながわ障害者雇用優良企業」として認証
し、その取組内容などを県のホームページ等を通じて広くPR
しています。こちらは川崎市内の企業も対象となる事業であ
り、本市においてもホームページ等で事業周知を行っておりま
す。また、本市では企業向けネットワーク会議の開催、ハロー
ワークとの協同により国が実施する各種助成金や制度の周知、
市が実施する定着支援等の各種支援制度の周知等を行ってお
り、今後も継続して取組を進めます。

Ｂ

46 　高齢者になっても生活できる経済的保障や収入に
つながる技術獲得のため、個人にあった将来設計を
家族・本人とともに若い時から考え、立てられるよ
うに援助してほしい。

1 　特別支援学校では、将来自立した社会生活を送るために必要
なコミュニケーション力の育成を図る支援を教育活動で展開し
ています。学校生活を送る上での個々の児童生徒に必要な支援
については、学校が本人及び家庭と確認し、個別の教育支援計
画や個別の指導計画を作成し課題の解決に取り組んでいます。
個別の指導計画に基づき、幼稚部や小学部では、個々の幼児児
童の発達の段階に応じ、身近な人との関わりや身近なものを使
用した体験的な学習を行っており、中学部では幼稚部や小学部
での学びを発展させ、自分を取り巻く環境の中で他者と関わり
自分の力を発揮できるよう支援しています。高等部ではこれま
での学びを活かし、具体的な卒業後の生活や社会との関わりを
イメージすることができるよう職場見学及び実習での学びを通
し、働くことや社会生活で必要な知識やマナー等の習得につい
ても支援しています。また、個別の指導計画や個別の移行支援
計画を活用し、切れ目ない支援の実現に向けて卒業後の就労先
への支援の引継ぎにも取り組んでいます。
　小・中学校の特別支援学級においては、それぞれの学校で実
施している職業体験や進路学習、進路指導の中で、働くことに
ついての意欲の育成や知識・マナー等の習得についての学習や
保護者への企業就労等に関する情報提供を行っています。

Ｂ

（６）保健・医療との連携に関すること

№ 質問・意見の趣旨 件数 市の考え方 区分

47 　重度障害者医療費助成制度を存続させ、精神障害
者２級の人と１級の入院まで対象を拡充してほし
い。
（同趣旨他２件）

3 　重度障害者医療費助成制度につきましては、昭和48(1973)
年度から、県による全額補助制度により開始されましたが、こ
の間の補助制度の見直しにより、県の補助率が現在は「３分の
１」となっているほか、県の制度としては一部負担金と所得制
限制度が導入されており、更に65歳以上の新規手帳取得者を
対象外としているところでございます。
　本市といたしましては、対象者への影響を配慮し、一部負担
金の導入等を見送っているところでございますが、助成額が毎
年増加している課題があるため、制度を維持する観点から助成
のあり方について検討する必要がございます。
　平成25(2013)年10月の制度改正は、精神障害者の社会的
入院を防ぎ、地域移行を推進することを目的に精神障害者保健
福祉手帳１級所持者の入院医療費を除く医療費を助成対象に加
えたところです。なお、精神疾患による入院につきましては、
精神障害者入院医療援護金交付事業により給付を行っていると
ころでございます。
また、身体障害者手帳１級・２級、及び知的障害者療育手帳の
重度と最重度の方々が、国民年金法などの「障害年金１級」や
所得税法の「特別障害者」の区分に相当することから、精神障
害者におきましても、同様の区分にあたる手帳１級の方を対象
とした、県の考え方に準拠し、精神障害者保健福祉手帳２級所
持者の方は助成対象とはしておりません。
　今後につきましては、国・県の動向や他都市の状況を注視し
ながら、制度の安定性、継続性の確保に努めてまいります。

Ｄ
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№ 質問・意見の趣旨 件数 市の考え方 区分

49 　精神科救急医療体制について、4県市（県、横浜
市、川崎市、相模原市）の協力運営体制を川崎市独
自の運営体制にしてもらいたい。
（１）夜間の電話受付窓口を川崎市内に独自に設置
する。
（２）搬送病院は、川崎市近辺の病院に限定しても
らいたい。
（３）搬送については「一般搬送システム」と同様
に取り扱ってもらいたい。（現状の搬送3段階体制
を、全段階での搬送にしてもらいたい）

1 　精神科救急医療体制については、精神科病床の少ない川崎市
単独では体制の確保が困難であることから、４県市協調にて整
備を進めております。しかしながら、身近な地域で迅速かつ適
切な精神科救急医療が受けられる体制は必要と認識しておりま
すので、引き続き精神科救急医療体制の充実に努めてまいりま
す。

Ｄ

（７）サービス提供体制の充実に関すること

№ 質問・意見の趣旨 件数 市の考え方 区分

50 　施策を推進するための人材づくりには、協力して
くれる企業、団体、学校等の発掘が求められるが、
現在、取組んでいることがあれば教えてほしい。

1 　市が委託実施している重度訪問介護の従事者養成研修や強度
行動障害の従事者養成研修等の実施にあたっては、十分な支援
経験を有する方に講師を担っていただいています。また、市内
に整備を進めている地域リハビリテーションセンターにおいて
は、多様な専門職を配置し、民間事業者も含めて助言・支援を
行い、全市的な支援の質の向上を図っています。

Ｄ

51 　専門の保健・医療・相談のプロの人的配置はもち
ろん重要だが、総体的、丸ごと捉えての相談は本人
がそれまで係った人であると相談しやすい。例え
ば、本人が教育を受けていた学校である養護・支援
学校、学級、盲・ろう・肢体他各々の障がい関係
（院内も含む）の教育担当者や教職（養護教諭も含
む）経験者・退職者の起用を考えてはどうか。

1 　各施設運営法人が事業所に配置する相談支援専門員の実務経
験としては、特別支援学校等において障害のある児童及び生徒
の就学相談、教育相談及び進路相談の業務に従事した期間が算
定できることになっています。
　本市では、相談支援専門員として従事するために必要な研修
などを実施していますので、今後、多様な相談支援従事者の養
成・確保に努めてまいります。

Ｃ

52 　リハビリや機能訓練に携わる作業療法士等への待
遇にも配慮が必要である。

1 　機能訓練に携わる作業療法士等の処遇向上は大切であると考
えていますので、国が設定する報酬単位が低い「リハビリテー
ション加算」について、加算単位の引き上げを政令指定都市で
協調して国に要望しまして、平成30(2018)年度の報酬改定に
おいて当該加算の拡充がされたところです。

Ｂ

（８）権利を守る取組に関すること

№ 質問・意見の趣旨 件数 市の考え方 区分

53 　差別解消法に基づく市役所内での取組や差別解消
協議会の詳細について、具体的に記述し、専門職及
び一般市民を対象とした研修会の開催を位置付ける
など、民間へ趣旨の波及・拡大について記述してほ
しい。
（同趣旨他２件）

3 　御指摘を受けまして、160ページの今後の方向性に「障害者
の差別解消については、障害者差別解消支援地域協議会での協
議等を踏まえ、制度の普及啓発に取り組みます」を加えます。
また、161ページの本文に「また、差別解消支援地域協議会で
は、障害を理由とする差別に関する相談事例の共有や情報交換
を行うとともに、障害を理由とする差別の解消に関する様々な
課題を協議していきます。」を加え、平成29年度（改定時）
の計画に、「対応要領等の庁内周知」、「新規採用職員等の階
層別研修の実施」、「市民や事業者への普及啓発」、「障害者
差別解消支援地域協議会の開催」を加えます。

Ａ

48 　医療的ケアが必要な障害児者が利用できるグルー
プホームや短期入所などの支援策や支援体制を充実
してほしい。
（同趣旨他７件）

8 　医療的ケアが必要な子どもたちへの支援については、保健、
医療、福祉、教育等の関係機関による意見交換や情報共有が必
要であることから、対応を検討しているところでございます。
平成30（2018）年度以降は、関係機関による協議の場を設
置し、医療的ケアが必要な方の実態把握に努めるとともに、協
議結果に基づく取組を推進してまいります。

Ｂ
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№ 質問・意見の趣旨 件数 市の考え方 区分

（９）心のバリアフリー・社会参加促進に関すること

№ 質問・意見の趣旨 件数 市の考え方 区分

56 　小中学校９年間における福祉教育について、具体
的にどのようなものか。また、子どもに対してだけ
でなく、子どもの保護者に対しての教育（情報提
供）も大切ではないかと思うが、親子に対してのア
プローチは検討しているのか。

1 　子どもたちが将来に対する夢や希望を持って、将来の社会的
自立に必要な能力や態度及び共生・協働の精神を培う教育の実
践が求められており、本市ではこれを「キャリア在り方生き方
教育」として、すべての学校で取り組んでいます。この「キャ
リア在り方生き方教育」の推進の中で、発達の段階に応じた福
祉教育の推進など、各学校が目標を設定し、「かわさきパラ
ムーブメント」の視点も踏まえた取組を計画的・系統的に推進
してまいります。具体的な内容については、各学校が児童生徒
や地域の実態に応じて取り組むことができるよう支援してまい
ります。また、リーフレット等で保護者への啓発を行っていき
ます。

Ｄ

55 　各区のスポーツ施設を障害者が利用しやすく工夫
してほしい。
　障害者専用（優先）のスポーツ施設を整備してほ
しい。
（同趣旨他２件）

3 　かわさきパラムーブメント推進ビジョンにおいては、障害の
あるなしに関わらず、誰もが日常的にスポーツに親しめる環境
づくりを進めることを掲げ、スポーツを通じたインクルーシブ
なまちづくりを進めることとしています。
　これまで本市では、身近な施設である各区のスポーツセン
ターを拠点として、障害のある方が安全安心にスポーツを楽し
むことができるよう、各施設の指定管理者に対して、障害の状
況等に応じた合理的な配慮を行うことについての周知徹底や、
初級障害者スポーツ指導者養成講座の施設職員の受講による障
害者スポーツへの理解の深化、また利便性の向上を図るための
バリアフリー化の推進などの環境整備を進めているところです
が、障害のある方に、より快適にスポーツセンターをご利用い
ただけるよう、今後も環境の充実に向けた取組を推進していき
ます。

Ｄ

54 　川崎市障害者差別解消条例を制定してほしい。
（同趣旨他１件）

2 　条例の制定につきましては、条例化よりも具体的な取組の充
実が重要であるとの障害者施策審議会での当面の結論が出され
たことなどを踏まえ、本市としましては、障害者差別解消法の
趣旨にのっとり、本市職員向けには「対応要領」を策定し、研
修等を通じて本市組織・職員への周知徹底を行うとともに、市
内事業者・市民等に対しては啓発品の配布や本市ホームページ
等による情報発信等を通じて、広く周知を行うなどの取組を
行っております。今後におきましても、障害の有無によって分
け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら
共生する社会の実現に資する取組を行ってまいりたいと考えて
おります。
　川崎市人権施策推進協議会からの提言では、人権全般も見据
えた幅広い条例が必要とされており、人種、性別、障害、性的
マイノリティなど関係する法令・条例などの基礎的な調査を
行っているところです。条例の制定にあたりましては、あらゆ
る差別を本市から根絶することを目指すものであるべきと考え
ており、今後丁寧に検討してまいります。

Ｄ

57 　障害のある方もない方も、ともに地域で暮らすた
めには、教育が重要である。学力や早くできること
の競争ではなく、思いやりを持つゆとりの中で人と
のコミュニケーション、礼儀など身につくことがで
きるのではないか。
（同趣旨他１件）

2 　本市では子どもたちの豊かな人間関係づくりをめざして「か
わさき共生＊共育プログラム」に取り組んでいます。障害の有
無に関わらず、子どもたちの多様性を尊重する意識の醸成や望
ましい人間関係の育成に向けて、今後も取組を推進していきま
す。

Ｂ
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№ 質問・意見の趣旨 件数 市の考え方 区分

60 　津久井やまゆり園事件を受けて制定された「かな
がわ憲章」の啓発を記述してほしい。

1 　ともに生きる社会かながわ憲章は「誰もがその人らしく暮ら
すことのできる地域社会の実現」などを目指すものであり、
「障害のある人もない人も、お互いを尊重しながら共に支え合
う、自立と共生の地域社会の実現」を基本理念とする「かわさ
きノーマライゼーションプラン」と目指すところは同じである
と考えていますので、58ページの「５共生社会の実現に向け
た取組」に「かながわ憲章」について記載します。

Ａ

61 　ＬＧＢＴについては、地域包括ケアシステムに入
るのか。

1 　地域包括ケアシステム推進ビジョンでは、高齢者をはじめ、
障害者や子ども、子育て中の親、現時点でケアを必要としてい
ない方など、全ての地域住民を対象としています。LGBTの
方々についても当然対象となります。

Ｄ

（１０）多様な支え合いの構築に関すること

№ 質問・意見の趣旨 件数 市の考え方 区分

62 　地域活動に対する具体的活動について説明をいた
だきたい。

1 　障害のある方が地域で生活していくためには、事業者や地縁
組織、地域・ボランティア団体、住民など地域内の多様な主体
による支え合いが欠かせません。そのため、市民活動団体に対
するボランティア情報の提供や、団体間の交流等を行っていま
す。また、障害者の地域生活拠点において、障害者が地域で生
活するための相談やボランティアの育成等を実施しています。

Ｄ

58 　「かわさきパラムーブメント」とは具体的にどの
ような取組ですか。
（同趣旨他１件）

2 　「かわさきパラムーブメント」とは、東京2020オリンピッ
ク・パラリンピック競技大会を契機として人々の意識や社会環
境のバリアを取り除き、誰もが社会参加できる環境を創出する
ことを理念とし、誰もが自分らしく暮らし、自己実現を目指せ
る地域づくりをめざすために様々な取組を行うものです。
　これまでは、小学校でのパラスポーツやってみるキャラバン
や夏のイベントでの障害者スポーツ体験などを通じた障害者等
について理解を深める取組、観光地・宿泊施設・市内飲食店の
バリアフリー調査やスポーツ・エンターテインメント等の機会
を活用して福祉事業所の利用者等の就労体験の実施等を行って
います。また、広報戦略に基づき、ロゴを作成し、そのロゴを
活用した動画の放映やグッズ製作などにより、かわさきパラ
ムーブメントの理念浸透を図っています。

Ｄ

59 　一般市民に対する「障害」について理解をもとめ
る施策が必要ではないか。また、オリ・パラの時期
を挟むが一時的な市民意識の高揚ではなく、継続、
持続可能なノーマライゼーション、福祉意識の定着
するための施策とすべきである。
（同趣旨他２件）

3 　本市では、障害福祉の案内「ふれあい」等を作成・配布する
とともに、毎年12月に実施される「障害者週間」などを中心
に、市民の理解を呼びかける取組を行っております。
　また、学校における福祉教育の推進や、各小・中学校での通
常の学級の児童生徒と特別支援学級の児童生徒との交流、特別
支援学校と近隣の小・中学校の学校間交流等を実施しておりま
す。
　さらに、障害者スポーツ体験講座など、障害者体験を通した
障害への理解促進を行っております。
　今後も、市民・企業・関係団体・行政などの多様な主体が連
携し、様々な機会を通じて、障害への理解を深める取組を推進
してまいります。

Ｂ
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№ 質問・意見の趣旨 件数 市の考え方 区分

63 　ピアサポートの言葉の意味が分からない。 1 ピアとは｢同等･対応･仲間｣という意味で、ピアサポートとは、
同じ病気や障害の経験に基づき、当事者の視点から､助言や指
導等の様々な支援を行うことを言います。

Ｄ

64 　精神障害者の社会参加である「ピアサポート」に
ついて、各種の取り組みが関係機関と障害者の連携
で試行されているが、より一層の充実・強化を望
む。

1 　今後も、ピアサポーターの養成やフォローアップ等の支援を
行い、ピアサポートに取組む機関や活躍の場の拡大等、取組を
推進してまいります。また、「精神障害にも対応した地域包括
ケアシステムの構築」におけるモデル圏域の取組等、様々な場
面でピアサポーターと協働していきたいと考えております。

Ｄ

65 　発達障害や性同一性障害など、最近認知されてき
た障害をもつ中高年の障害者の社会参加が大変困難
である。社会的認識が遅れた障害者への支援をして
ほしい。

1 　障害のある方の社会参加には、いろいろな困難が今もあるこ
とは様々な場でお聞きしています。物理的なバリアの解消は進
んでいるものの、心のバリアフリーは時間がかかるので、心の
バリアフリーの意識の普及啓発は必要だと考えており、本プラ
ンにおいても「方針Ⅱ　地域でふれあい、支え合い」として取
組を推進していきます。
　また、当事者の居場所としては、各区に地域活動支援セン
ター等がありますので、お住まいの区の窓口でご相談いただけ
ればと思います。

Ｄ

（１１）自殺総合対策に関すること

№ 質問・意見の趣旨 件数 市の考え方 区分

66 　年齢別の自殺者数を教えてほしい。また、自殺へ
の対策はどのような方法があるか。

1 　市内の自殺者数平成28（2016）年では168人で、内訳は
40歳未満が56人、40歳から59歳が59人、60歳以上が53
人となっています。平成21（2009）年の288人のピークと
比べると減少しています。
　川崎市は自殺対策の推進に関する条例が全国に先駆けて制定
されており、条例に基づき様々な取組を行っております。一例
として、自殺に対する知識の普及や理解を促進するためのセミ
ナーの実施、多重債務を含む消費者生活相談、生活困窮者への
支援、自殺未遂者及び家族への支援、遺族支援等を行っていま
す。今年度は「川崎市自殺対策総合推進計画」を改定してお
り、来年度以降は、改定した計画に基づき取組を推進してまい
ります。

Ｄ

（１２）生活環境のバリアフリーに関すること

№ 質問・意見の趣旨 件数 市の考え方 区分

67 　高齢者の健康・生きがい対策として、生活環境の
バリアフリー化の推進は必要と考える。川崎駅から
工場地帯を中心としたバス交通網を整備することか
ら、地域住民の生活環境のバリアフリー化を再検討
する必要があるのではないか。

1 　本市においては、高齢者・障害者・妊婦等、全ての方が自立
した生活を送るための環境整備を進めています。本計画でも、
福祉のまちづくりの推進や、公共交通機関のバリアフリー化、
道路のバリアフリー化、公共施設のバリアフリー化等を施策と
して掲げ、関係部署や民間企業等と協力して取組を推進してい
ます。今後も、ソフト・ハード両面にわたる社会のバリアフ
リー化を進めて、誰もが安心安全で生活しやすいまちづくりを
目指していきます。

Ｄ
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№ 質問・意見の趣旨 件数 市の考え方 区分

68 　向ヶ丘遊園駅から多摩区役所までの点字ブロック
はいつまでに作ってもらえるのか。

1 　向ヶ丘遊園駅から多摩区役所までの経路につきましては、本
市施工の登戸土地区画整理事業の推進により、都市計画道路の
整備と併せ、本市バリアフリー基本構想に基づき、視覚障害者
誘導用ブロックの敷設などのバリアフリー化を図ることとして
おります。
　本事業は平成37（2025）年度末の完了を目指し、事業を
進めておりますので、出来る限り早期に道路整備及びバリアフ
リー化が行われるよう、引続き、取組を推進してまいります。

Ｄ

69 　中原区井田にある障害者向けの体育館までの送迎
バスは出してもらえるのか。

1 　中原区井田にある障害者向けの体育館については、市内の障
害者団体が利用していて、各団体の車で来られる方が多い状況
です。より利用しやすい施設とするための方策について、今後
も引き続き検討してまいります。

Ｄ

（１３）災害等の対策に関すること

№ 質問・意見の趣旨 件数 市の考え方 区分

70 　二次避難所の場所や行き方を教えてほしい。 1 　本市では、災害時にはまず小中学校等の避難所に避難してい
ただき、二次避難所となる施設の安全確認や受け入れ体制の確
保等、必要な調整を行った後に、受入可能な二次避難所を開設
し移送することとしていることから、避難者の安全確保と併せ
市民の混乱を招かないよう、平常時での公表を控えていること
ころです。
　なお、開設された二次避難所への移送に関しては、避難所に
いる本市職員が開設法人と連携を取り、移送することとしてお
ります。

Ｄ

71 　災害対策基本法の改正や「避難行動要支援者の避
難行動支援に関する取組指針」が制定されて「要配
慮者」という言葉が使われている。「要援護者」で
はなく、「要配慮者」という言葉を使うべきではな
いか。

1 　現在修正を進めております本市地域防災計画におきまして、
新たに「災害時要配慮者」を位置付けるとともに、「災害時要
援護者」を法律上の「避難行動要支援者」と同義として位置付
け整理したところです。
　これに伴い、本計画の「災害時要援護者」は、修正後の本市
地域防災計画においては、「災害時要配慮者」に該当するた
め、64ページ、65ページ、192ページの「災害時要援護者」
という用語については、「災害時要配慮者」に修正します。

Ａ
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№ 質問・意見の趣旨 件数 市の考え方 区分

72 　精神障がい者にとって服薬は必要不可欠である
が、災害時に各自で備えることは限界もある。「向
精神薬等について川崎薬剤師会等との協定を結んで
いる」とのことなので、当事者やその家族が困らな
いような情報提供や周知を行ってほしい。

1 　本市では、災害時に医薬品等を速やかに供給できるよう、川
崎市薬剤師会及び市内に営業拠点を有する卸会社と災害時協定
を締結しております。医薬品の供給状況を含む災害時の各種情
報発信に当たっては、「川崎市地域防災計画」に基づき、避難
所等での情報提供や、市ホームページをはじめとするインター
ネットの活用など、「施策14②情報支援」に記載のとおり、
市民の身近にある様々な手段を用いることを想定しております
が、必要な情報を迅速かつ適切に市民に周知できるよう、引き
続き会議、訓練等を通じて具体的な検証を進め、より実効的な
体制を整備してまいります。
　また、災害時には医療資源が限られる中、医薬品等を無駄な
く正確に供給する必要がありますので、過去の災害での教訓も
踏まえ、広報紙「備える。かわさき」等により、避難時には日
頃の服用履歴等が分かる「お薬手帳」を携帯していただくな
ど、平時から基礎的な防災知識・対策の周知・啓発を引き続き
進めてまいります。

Ｂ

（１４）障害福祉計画に関すること

№ 質問・意見の趣旨 件数 市の考え方 区分

73 　障害福祉計画の国からの数値目標を教えてほし
い。

1 　計画第４部が「障害福祉計画・障害児福祉計画」となってお
り、国からの数値目標も記載していますので、ご参照くださ
い。

Ｄ

（１５）計画の策定・実施に関すること

№ 質問・意見の趣旨 件数 市の考え方 区分

75 　ノーマライゼーションプランにおいても、「地域
のことは地域で解決する」という地域包括ケアシス
テムの構築に向けて取り組んでほしい。

1 　本計画については、「川崎市地域包括ケアシステム推進ビ
ジョン」を上位概念として、障害のある方が住み慣れた地域で
安心して暮らし続けていけることを目指して策定しております
ので、今後も推進ビジョンの理念を踏まえた取組を進めてまい
ります。

Ｂ

74 　「ノーマライゼーション」の言葉の意味がわから
ない。
（同趣旨他２件）

3 　「ノーマライゼーション」とは、諸説ありますが、ヨーロッ
パのデンマークで施設に隔離されている子どもたちを地域に帰
す運動から始まったもので、障害のある方たちが他の人と同じ
生活を地域社会でともにおくることであり、障害のある人の人
権、価値、尊厳は他の人と同じであり、平等に生活できる社会
こそ、ノーマルな社会であるという考え方です。本市では平成
９（1997）年にかわさきノーマライゼーションプランを策定
し、その後もこの名称を使用しております。御意見を踏まえま
して、ノーマライゼーションの用語の説明を、目次に記載しま
す。

Ａ
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№ 質問・意見の趣旨 件数 市の考え方 区分

76 　第4次かわさきノーマライゼーションプラン改定
版（案）対する意見について市障害者施策審議会で
討議した後、結果を公表してほしい。

1 　パブリックコメント及び区民説明会でいただいたご意見につ
いては、川崎市障害者施策審議会に報告し、市ホームページや
各区役所等で結果を公表します。

Ｅ

77 　障害児者本人、親の高齢化に伴う分析、計画が見
えない。

1 　障害者ご本人やご家族の方の高齢化については、団体ヒアリ
ングをはじめ、様々な場でご意見をいただいており、障害のあ
る方を取り巻く大きな背景の一つとして認識しています。
　本計画においても、グループホームの基盤整備や短期入所の
増床など障害のある方の地域生活を支える施策を展開していく
とともに、特別養護老人ホームにおける高齢障害者の受入体制
の整備を推進するなど、高齢者施策と連携して取り組んでいく
こととしています。

Ｄ

78 　川崎市独自の施策やサービスは何か。 1 　本市においては、各区保健福祉センターや障害者相談支援セ
ンターなどの身近な地域の一次的な相談窓口では対応が困難な
事例等については、二次的相談を担う専門機関して、障害者更
生相談所や精神保健福祉センター、地域リハビリテーションセ
ンターを設置し、専門的相談や評価・判定を行う体制をとって
おり、総合的な視点から支援を必要とする人への地域生活支援
を最適化する「地域リハビリテーション」の枠組みの構築を目
指しています。

Ｄ

79 　予算、人手ともに足りないとは思うが、計画を進
めて実行していただきたい。共生社会といいつつ
も、支える側も期限があれば協力できることも、終
わりが見えない支え合いは近くにいればいるほど負
担となる。家族も介護者が若いうちは「なんとかな
る」と思えるが、年齢を重ね、病気をして動けない
ことを体験すると福祉の充実を願わざるを得ない。

1 　ご家族や介護者の高齢化や負担軽減に対する支援の重要性に
ついては、認識をしています。本市においても、相談支援体制
の構築やサービスの基盤整備をはじめ、障害のある方とそのご
家族、介護者の生活を支える施策に取り組んでまいります。

Ｅ

80 　基本理念として「『障害がある人もない人も、お
互いを尊重しながらともに支え合う、自立と共生の
地域社会の実現』を目指します」と記述されてお
り、障害のある人にとって「自立」が目指す目標と
読める。精神障害者の「自立」とは、具体的にどの
ような状況・状態なのか、より具体的な目標を記述
してほしい。
　その上で、精神障害者が「支え合い」の結果とし
て「自立」したケースが、現状でどの位あり、今
後、「自立率」をどの位とするのか、具体的な数値
目標を設定できないか。

1 　一人ひとりが主体的に自らの人生を選択し、自己実現に向か
うことを支援することを「自立支援」と呼んでいますが、ここ
でいう「自立」とは、一人で生きていけるようになるという意
味ではなく、様々な人との関わりの中で主体性をもって生きて
いけるようにするということであり、自分がしたいこと、でき
ることで、たとえ支援を受けながらでも社会に貢献していこう
という意味を含めており、基本理念でも同じ意味として使用し
ています。
　このような状態を意味するため、具体的な数値目標の設定に
ついては十分な検討が必要ですが、事例を積み上げることで、
障害のある方が自立できる社会をめざしていきます。

Ｄ

81 　第４次かわさきノーマライゼーションプラン改定
版においても、「ＰＤＣＡサイクル」の概念を思考
してはどうか。

1 　本計画の第５部において、計画の策定及び推進について記載
しており、その中で「ＰＤＣＡサイクル」による事業の点検を
行っていくこととしています。

Ｂ

82 　 現状を把握するにあたって調査やヒアリングの実
施を関係者にしたことはいいことである。あらゆる
弱い立場の人に立ち、不安を除き、生活、生きやす
い社会づくりのために行政が最善の努力をするこ
と。その為には当事者要求を聞き取り、細やかな施
策を具体化してほしい。

1 　事業の計画・実施にあたっては、障害のある方当事者やご家
族、支援者等の関係者からの意見を伺い、きめ細やかな対応を
図ってまいりたいと考えています。

Ｂ
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№ 質問・意見の趣旨 件数 市の考え方 区分

83 　障害者施策を実行する上で個人情報の取り扱いが
問題になると思うが、自治会等で施策に取り組む場
合、情報がないと活動できないため、行政から情報
提供を受けたい。

1 　本市では、災害時に自力で避難することが困難な障害者など
災害時要配慮者からの申し込みを受け、地域における共助によ
り避難を支援する「災害時要援護者避難支援制度」があり、作
成した登録者名簿を、川崎市個人情報保護条例に基づく適正な
取扱いのもと、地域の支援組織に提供していきます。

Ｄ

（１６）その他

№ 質問・意見の趣旨 件数 市の考え方 区分

84 　障害者の増加の原因は何か。 1 　身体障害の方については高齢化に伴い内部障害になられる方
や脳の疾患によって麻痺が残り障害になる方が多く、身体障害
者の３分の２が65歳以上であることなど、高齢化により増加
していると考えられます。知的障害については主に軽度（B
２）の方が増えておりますが、障害に対する理解が広まってき
たことで手帳を取得される方が増えてきたと考えられます。精
神障害の方に関しては、今までの医療的な支援だけでなく利用
可能な福祉サービスが拡充されたことから、手帳を取得される
方が増えてきたと考えられます。

Ｄ

86 　介護保険のデイサービス施設が視覚障害者への
サービスを安定的に提供できるよう支援策を講じて
ほしい。

1 　本市では、「かわさきいきいき長寿プラン（川崎市高齢者保
健福祉計画・介護保険事業計画）」に基づき、高齢者の方々が
住み慣れた地域で安心して暮らせるまちづくり、介護が必要と
なっても「かわさき」で暮らし続けられる支え合いのまちづく
りを基本目標に掲げ、介護サービス基盤の整備を推進していま
す。
　介護保険のデイサービスについては、入浴、食事等のサービ
スや機能訓練などを行う施設で、要介護・要支援認定者等を利
用対象としているところでございます。

Ｄ

88 　区民説明会の説明では、全てについて問題点、利
点、課題等について具体的言及がない。

1 　区民説明会では時間の制約もあり、概要版で説明させていた
だきましたが、本計画では、第３部において改定に向けた主な
課題を整理し、その課題に基づいた方針、施策、重点的な取組
を掲げているところです。また、各施策の冒頭において、各施
策の現状、課題、今後の方向性を掲載しています。

Ｅ

89 　障害者の社会参加を促進するため市政だより録音
版の作成を市内の視覚障害者団体に委託するなどし
てほしい。

1 　「市政だより・録音版」の制作業務については、地方自治法
施行令及び川崎市契約規則に基づき、業者委託有資格業者名簿
の中から業者を選定し、指名競争入札により契約しています。
　この業務を競争の方法によらず、川崎市内の視覚障害者福祉
関係団体に委託することについてですが、当該団体が地方自治
法施行令に定める「障害者支援施設等」に該当する場合には、
随意契約の対象となるものと考えています。

Ｄ

85 　65歳を迎える前の障害者に対して、介護保険優
先ではあるものの、必要な障害福祉サービスが併用
できる旨を、どの程度説明しているのか。「介護保
険優先」とだけ説明され、視覚障害者が必要とする
ガイドヘルパー、重度身体障害者が必要とする重度
訪問介護等が全く認められないという当事者及びケ
アマネジャーからの悲鳴を聞く。併用が可能なこと
を明記の上、各区役所窓口でも具体的な手続き方法
も含め説明を必ずして下さるよう、周知徹底お願い
する。
（同趣旨他１件）

2 　介護保険に移行するにあたり、同じ内容のサービスである居
宅介護や重度訪問介護等は移行いただきますが、介護保険には
ない同行援護等については、原則的に引き続き利用できます。
　本内容については、区の職員に内部通知等を用いて周知して
おりますが、漏れが生じませんように改めて周知いたします。

Ｅ

87 　当該プランの推進に係る予算はどのくらい見込ん
でいるのか。
（同趣旨他１件）

2 　平成30年度予算では、障害福祉関連予算として約420億円
を計上しています。

Ｅ
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№ 質問・意見の趣旨 件数 市の考え方 区分

90 　県立川崎図書館が移転するため、南部に住んでい
る障害者は行きにくくなる。南部に分館をつくるな
ど、対策をお願いしたい。

1 　県立川崎図書館については、県有施設であるため、そのあり
方については、県全体の施設として県が主体的に判断していく
ものと考えています。
　県立図書館で所蔵している図書資料については、市立図書館
で借り受け、提供することが可能となっております。今後も、
県立図書館と市立図書館の相互連携により、利用者の利便性の
確保に努めていきます。

Ｅ

91 　外国人市民に対するノーマライゼーションをどの
ように考えているのか。

1 　「ノーマライゼーションプラン」は障害者の計画のため、障
害のある方を中心とした内容となっていますが、本市において
は、「多文化共生社会推進指針」を定め、国籍や民族・文化の
違いを豊かさとして生かし、すべての人が互いに認めあい、人
権が尊重され、自立した市民として共に暮らしていくことがで
きる多文化共生社会の実現を目指しています。

Ｅ

92 　貧困から犯罪に手を染めてしまったケースは、更
生に時間と労力がかかるが、社会責任として、十分
な指導者と相談できる体制を準備し、自立、自己肯
定感を持てるまで長期みまもりできるようにするべ
き。

1 　再犯防止推進法に基づく国における検討も進められており、
本市においても、横浜保護観察所や川崎市保護司会協議会等と
の連携を図りながら、地域における社会生活への移行、自立促
進を図るための取組を推進してまいります。

Ｅ

93 　運動器具を公園など身近なところに設置して、誰
もが気軽に使えるようにしてほしい。

1 　健康遊具の設置につきましては、公園は地域の皆様の憩いと
安らぎの場であるとともに、健康増進に寄与することも役割の
一つと考えており、平成28(2016)年度末において77公園で
229基の健康遊具を設置しているところです。公園は、幼児か
ら高齢者まで幅広い年齢層の方々に御利用いただいていること
から、今後におきましても、利用される方々の多様なニーズの
把握に努めるとともに、地域の方々の御意見を伺いながら、公
園の再整備や遊具更新の時期を捉え、設置を進めていく予定で
す。

Ｅ

94 　軽症のうちに診てもらった方がお金も苦痛も少な
くて済むのだから、診察に出向かない原因を調べ、
分析してはどううか。また、医療相談は症状を伝え
るのが難しいので、総合的に診察してくれることは
できないか。

1 　地域の医療機関は、市民の様々な医療ニーズに応じて、市民
に密着した初期医療から生命の危機に陥った患者の救命治療ま
で、役割を分担していますので、患者は、重症度や緊急性に
合った医療機関を受診することが大切です。
　本市においては、日常の健康管理や体調の変化などを気軽に
相談でき、必要なときに専門医、専門医療機関を紹介してもら
うことのできる身近な「かかりつけ医」を持つことについて、
市民に向けた普及啓発に取り組んでおります。

Ｅ
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【参考資料】

方針Ⅰ　育ち、学び、働き、暮らす

第４次かわさきノーマライゼーションプラン改定版に係る施策の所管部署一覧(平成30年度4月1日現在)

施策体系 施策課題 事業名
掲載
ページ

事業の主な所管部署
電話番号

外線 内線

地域リハビリテーションセンターの整
備

P80
健康福祉局
障害計画課

200-2663 33601

P80
健康福祉局
障害計画課

200-2663 33601

200-3899 32903

地域リハビリテーションの展開 P77
健康福祉局
障害計画課

200-2663 33601

32903

相談支援事業の充実 P76
健康福祉局
障害計画課

200-2663 33601

総合的な相談窓口機能の充実 P76
健康福祉局
地域包括ケア推進室〔専門支援〕

200-3899

複合的な課題を抱える世帯への取組の
推進

P76
健康福祉局
地域包括ケア推進室〔専門支援〕

P87
健康福祉局
精神保健課

200-2430 33901

P87
健康福祉局
地域包括ケア推進室〔専門支援〕

200-3899 32903

33601

P85
健康福祉局
精神保健課

200-2430 33901

P82
健康福祉局
障害計画課

200-2663 33601

P83
健康福祉局
障害計画課

200-2663

32903地域自立支援協議会の充実 P88
健康福祉局
地域包括ケア推進室〔専門支援〕

200-3899③地域自立支援協議会

(１)相談支援体制の充実と
地域リハビリテーションの
枠組みの構築

①相談支援体制

②専門的な相談支援体制

ひきこもり支援体制の充実

難病患者への支援

発達障害への専門的支援

高次脳機能障害への専門的支援

(仮称)総合リハビリテーションセン
ターの整備

発達相談支援センターの充実
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第４次かわさきノーマライゼーションプラン改定版に係る施策の所管部署一覧(平成30年度4月1日現在)

200-3899 32903

地域療育センターの充実 P92
健康福祉局
障害計画課

200-2663 33601

障害児支援ネットワークの連携強化 P92
健康福祉局
障害計画課

200-2663 33601

総合的な相談窓口機能の充実（再掲） P92
健康福祉局
地域包括ケア推進室〔専門支援〕

200-2663 33601

障害児相談支援事業の充実（相談支援
の強化）

P93
健康福祉局
障害計画課

200-2663 33601

発達相談支援センターの充実（再掲） P93
健康福祉局
障害計画課

200-2663 33601

乳幼児健康診査事業及び検査事業の充
実

P94
こども未来局
こども保健福祉課

200-2658 43401

障害の発見から療育支援までの連携促
進

P94
健康福祉局
障害計画課

P95
健康福祉局
障害計画課

200-2663 33601

43104200-2234

200-2658 43401

33601

障害児入所施設機能支援の提供 P96
健康福祉局
障害計画課

200-2663 33601

P97
こども未来局
こども保健福祉課

ともに育つ場の整備（自主的地域活動
の支援）

P97
こども未来局
企画課

P96
健康福祉局
障害計画課

200-2663

①相談支援体制

②療育

③地域生活・住まいの支援

地域の子育てグループなどへの専門的
支援

短期入所による在宅支援

質の高い療育の提供

施策体系 施策課題 事業名
掲載
ページ

事業の主な所管部署
電話番号

外線 内線

(２)子どもの育ちに寄り添
う支援体制の充実
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第４次かわさきノーマライゼーションプラン改定版に係る施策の所管部署一覧(平成30年度4月1日現在)

P101
教育委員会事務局
指導課〔小中高等学校支援教育担当〕

200-0363 51407

P98
教育委員会事務局
特別支援教育センター

844-3740 -

教員の専門性の向上 P99
教育委員会事務局
特別支援教育センター

844-3740 -

P98
教育委員会事務局
特別支援教育センター

844-3740 -

教育委員会事務局
指導課〔支援学校担当〕

200-0365 51408

P107
教育委員会事務局
指導課〔小中高等学校支援教育担当〕

200-0363 51407

P105
教育委員会事務局
生涯学習推進課

200-3302 51501

職業教育・進路相談の充実 P106

200-3302

P107
健康福祉局
障害計画課

200-2663 33601

51501

33601

P109
こども未来局
青少年支援室〔施設指導・調整〕

200-2670 43302

障害のある中高生への放課後等の支援 P109
健康福祉局
障害計画課

200-2663

(２)子どもの育ちに寄り添う
支援体制の充実

P104
教育委員会事務局
生涯学習推進課

200-0365 51408

高等学校での特別支援教育の充実 P104
教育委員会事務局
指導課〔小中高等学校支援教育担当〕

200-0363 51407

P102
教育委員会事務局
指導課〔支援学校担当〕

200-0365 51408

特別支援学校高等部の充実 P103
教育委員会事務局
指導課〔支援学校担当〕

特別支援学級における指導の充実 P100
教育委員会事務局
指導課〔支援学校担当〕

200-0365 51408

P108
健康福祉局
障害計画課

200-2663 33601

④教育環境・教育活動

⑤進路支援

⑥家庭・保護者への支援

家族や保護者に対する支援

地域における放課後や夏休み等の支援

保育・療育の場の充実

大学等の教育環境の検討

障害者の生涯学習の場の充実

地域における社会生活技術の習得支援

特別支援学校等の機能の充実

教育相談の充実

就学相談の充実

特別な教育的ニーズのある児童生徒へ
の支援

内線
施策体系 施策課題 事業名

掲載
ページ

事業の主な所管部署
電話番号

外線
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P111
健康福祉局
障害計画課

200-2663 33601

短期入所による在宅支援 P112
健康福祉局
障害計画課

地域生活支援拠点機能の整備

居宅支援サービスの提供 P111
健康福祉局
障害計画課

200-2663 33601

掲載
ページ

事業の主な所管部署
電話番号

外線 内線

P114
健康福祉局
障害計画課

200-2663 33601

地域活動支援センター（Ａ型） P114
健康福祉局
精神保健課

200-2430 33901

特別支援学校卒後対策の推進

200-2663 33601

介護・訓練等サービスの提供 P113
健康福祉局
障害計画課

200-2663 33601

33601

コミュニケーション支援の充実 P116
健康福祉局
障害福祉課

200-2656 33801

支援体制の強化 P116
健康福祉局
障害計画課

200-2663

200-2663 33601

33601

地域活動支援センター（Ｂ・Ｃ・Ｄ
型）

P115
健康福祉局
障害福祉課

200-2656 33801

通所事業所での送迎や食事・入浴サー
ビスの充実

P115
健康福祉局
障害計画課

200-2663

P115
健康福祉局
障害計画課

福祉用具の提供 P118
健康福祉局
障害福祉課

200-2656 33801

精神障害者の退院促進 P119
健康福祉局
精神保健課

200-2430 33901

33801

ウェルフェアイノベーションの推進 P117
経済労働局イノベーション推進室
〔ウェルフェアイノベーション〕

200-2339 28302

かわさき基準（ＫＩＳ）認証を中心と
した新たな製品・サービスの活用

P118
経済労働局イノベーション推進室
〔ウェルフェアイノベーション〕

P117
健康福祉局
障害福祉課

200-2656

200-2339 28302

施策体系 施策課題 事業名

(３)地域生活支援の充実

①生活支援サービス

②日中通所サービス

⑤福祉用具等での支援

⑥地域移行支援・退院促進支援

③情報コミュニケーション支援

④移動及び外出の支援 移動手段の確保

重度障害者への支援の充実

触法障害者への支援の推進 P121
健康福祉局
精神保健課

200-2430 33901
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200-2663 33601

33601

入所施設における地域移行・地域支援
機能の強化

P125
健康福祉局
障害計画課

200-2663 33601

グループホーム等における体験利用の
提供

P123
健康福祉局
障害計画課

200-2663 33601

グループホームのサービスの質の向上 P124
健康福祉局
障害計画課

200-2663 33601

200-2647 32401

重度障害者への支援の充実（再掲） P125
健康福祉局
障害計画課

200-2663

施設入所支援の提供 P124
健康福祉局
障害計画課

200-2663

33601

P126
健康福祉局
障害計画課

200-2663 33601

グループホームの基盤整備 P123
健康福祉局
障害計画課

(４)多様な住まいの支援

①グループホーム

②入所施設

③高齢障害者対策

⑥居住環境の向上支援

特別養護老人ホームにおける高齢障害
者の受入体制の整備

P126
健康福祉局
高齢者事業推進課

高齢障害者及び早期退行者等の住まい
のあり方の検討

住環境整備の専門相談 P129
健康福祉局
障害計画課

P127
まちづくり局
住宅整備推進課〔居住・再生支援担
当〕

住みやすい住環境の整備 P128
まちづくり局
市営住宅建替推進課

住宅改造の充実 P129
健康福祉局
障害福祉課

④民間住宅での居住支援 民間住宅の入居相談の充実

⑤公営住宅での支援 200-3000 36701

200-2663 33601

200-0174 36502

200-2656 33801

施策体系 施策課題 事業名
掲載
ページ

事業の主な所管部署
電話番号

外線 内線
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33701200-2682

200-2682 33701

福祉施設から一般就労への移行推進 P135
健康福祉局
障害者雇用・就労推進課

200-2682

就労体験・職場実習の実施

一般就労を見据えた働く場の提供 P134
健康福祉局
障害者雇用・就労推進課

200-2682 33701

P133
健康福祉局
障害者雇用・就労推進課

200-2682 33701

33701

職場定着支援の実施 P136
健康福祉局
障害者雇用・就労推進課

障害者雇用に向けた普及啓発と採用意
欲の喚起

P137
健康福祉局
障害者雇用・就労推進課

200-2682 33701

企業に対する雇用支援の実施 P138
健康福祉局
障害者雇用・就労推進課

200-2682 33701

200-2656 33801

税金・公共料金等の減免や福祉サービ
ス等の負担軽減の実施

P140
健康福祉局
障害計画課

200-2663 33601

(５)雇用・就労・経済的自
立の促進

①就労意欲の喚起

②就労支援

③雇用支援

⑤経済的支援

④福祉的就労の支援 福祉的就労における工賃の向上 P139
健康福祉局
障害者雇用・就労推進課

就労支援コーディネートとネットワー
クの連携強化

P135
健康福祉局
障害者雇用・就労推進課

各種手当などによる経済支援 P140
健康福祉局
障害福祉課

200-2682 33701

障害年金の支給支援 P139
健康福祉局
保険年金課

200-2631 33401

施策体系 施策課題 事業名
掲載
ページ

事業の主な所管部署
電話番号

外線 内線
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健康福祉局
地域包括ケア推進室〔専門支援〕

200-3899 32903

訪問看護の提供 P144
健康福祉局
障害計画課

200-2663 33601

生活介護における医療的ケアの提供 P144
健康福祉局
障害計画課

200-2663 33601

健康福祉局
精神保健課

200-2430 33901

病院と地域連携の仕組みづくり P142
健康福祉局
地域包括ケア推進室〔専門支援〕

200-3899 32903

川崎市在宅療養推進協議会の開催 P142
健康福祉局
地域包括ケア推進室〔専門支援〕

200-3899 32903

小児神経科・児童精神科等障害児医療
の提供

P145
健康福祉局
障害計画課

200-2663 33601

障害児通所支援等の充実 P146
健康福祉局
障害計画課

200-2663 33601

健康福祉局
障害計画課

200-2663 33601

医療型障害児入所施設・療養介護施設
における介護・医療等の提供

P145
健康福祉局
障害計画課

200-2663 33601

医療機関における短期入所の提供（再
掲）

P146
健康福祉局
障害計画課

200-2663 33601

自立支援医療（育成医療・更生医療・
精神通院）の実施

P147
健康福祉局
長寿・福祉医療課

200-2694 33403

健康福祉局
障害計画課

200-2663 33601

訪問看護の提供（再掲） P146
健康福祉局
障害計画課

200-2663 33601

健康福祉局
長寿・福祉医療課

200-2694 33403

重度障害者医療費助成の実施 P147
健康福祉局
長寿・福祉医療課

200-2694 33403

P146

医療機関における短期入所の提供 P144

在宅医療の啓発 P143

精神科医療の充実 P143

施策体系 施策課題 事業名
掲載
ページ

事業の主な所管部署
電話番号

外線 内線

(６)保健・医療との連携強
化

①医療ケア体制の確立

②医療的ケア児への支援

③医療給付・助成 指定難病医療費助成の実施 P147

関係機関の協議の場の設置
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こども未来局
こども保健福祉課

200-2658 43401

健康診査等の実施 P148
健康福祉局
健康増進課

200-2429 32701

メンタルヘルス対策の充実 P148
健康福祉局
精神保健課

200-2430 33901

地域リハビリテーションセンターの整
備（再掲）

P151

健康福祉局
障害計画課

200-2663 33601

地域リハビリテーションの展開（再
掲）

P151
健康福祉局
障害計画課

200-2663 33601

障害の発見から療育支援までの連携促
進（再掲）

P149
健康福祉局
障害計画課

200-2663 33601

精神科救急医療体制の整備 P150
健康福祉局
精神保健課

200-2430 33901

健康福祉局
障害福祉課

200-2656 33801

乳幼児健康診査事業及び検査事業の充
実（再掲）

P149

健康福祉局
障害計画課

200-2663 33601

（仮称）総合リハビリテーションセン
ターの整備（再掲）

P151
健康福祉局
障害計画課

200-2663 33601

施策体系 施策課題 事業名
掲載
ページ

事業の主な所管部署
電話番号

外線 内線

(６)保健・医療との連携強化

④疾病の予防対策、早期発見・早期療
育

⑦リハビリテーションサービスの提供

⑥医療人材の確保と育成
重症心身障害児・者等への医療ケア従
事者の養成

P150

⑤精神科救急医療体制

障害児・者歯科診療の実施 P149
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33601

33601

福祉サービス第三者評価の推進 P155
健康福祉局
障害計画課

200-2656 33801

33601

情報提供、コミュニケーション支援者
の養成

P156
健康福祉局
障害福祉課

33601

苦情解決体制の充実 P155
健康福祉局
障害計画課

200-2663 33601

障害者ケアマネジメントの充実 P153
健康福祉局
障害計画課

200-2663 33601

重症心身障害児・者等への医療ケア従
事者の養成（再掲）

(７)サービス提供体制の充
実

①研修体制

②福祉サービスに対する第三者の視点

③専門職の確保・育成

④当事者支援の推進

障害者支援従事者の育成 P154
健康福祉局
障害計画課

200-2663

200-2663

専門職の確保・育成 P156
健康福祉局
障害計画課

200-2663

当事者団体の活動支援 P157
健康福祉局
障害福祉課

200-2656

P154
健康福祉局
障害計画課

200-2663

当事者による相談の提供 P158
健康福祉局
障害福祉課

200-2656 33801

当事者団体の企画・運営による障害者
社会参加推進センター事業の展開

P158
健康福祉局
障害福祉課

200-2656 33801

ピアサポートの充実 P157
健康福祉局
精神保健課

200-2430 33901

33801

施策体系 施策課題 事業名
掲載
ページ

事業の主な所管部署
電話番号

外線 内線
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方針Ⅱ　地域でふれあい、支え合い

心のバリアフリーの意識の普及啓発 P166
市民文化局
オリンピック・パラリンピック推進室

200-2347 27501

障害者などが社会に混ざり合う取組の
実践

P167
市民文化局
市民スポーツ室〔スポーツ事業推進〕

200-3544 27403

障害者施設製品の品質向上と販路拡大 P167
健康福祉局
障害者雇用・就労推進課

200-2682 33701

就労機会の開拓 P168

教育委員会事務局
カリキュラムセンター

844-3730 -

健康福祉局
障害者雇用・就労推進課

200-2682 33701

啓発・広報活動の実施 P169
健康福祉局
障害計画課

200-2663 33601

精神障害への理解促進 P170
健康福祉局
精神保健課

200-2430 33901(９)心のバリアフリー

①心のバリアフリーに向けた取組

②障害の理解促進と普及啓発

③福祉教育 福祉教育研修の実施 P171
教育委員会事務局
カリキュラムセンター

844-3730 -

市立高校福祉科との連携の検討 P171
教育委員会事務局
指導課〔指導・調整〕

200-3067 50312

交流及び共同学習の推進 P170
教育委員会事務局
指導課〔支援学校担当〕

200-0365 51408

学校における福祉教育 P171

虐待防止体制の充実 P162
健康福祉局
障害計画課

200-2663 33601

④苦情解決支援 苦情解決体制の充実（再掲） P163
健康福祉局
障害計画課

200-2663 33601

⑤消費者被害の防止 障害者の消費者トラブルの防止 P164
経済労働局
障害者行政センター

200-2261 54800

(８)権利を守る取組の推進
③成年後見制度、日常生活自立支援の
推進

施策体系 施策課題 事業名
掲載
ページ

事業の主な所管部署
電話番号

外線 内線

成年後見制度の推進 P163
健康福祉局
障害計画課

200-2663 33601

日常生活自立支援事業の実施 P163
健康福祉局
地域包括ケア推進室〔地域保健〕

200-2484 32901

①障害を理由とする差別解消の推進 障害を理由とする差別解消の推進 P161
健康福祉局
障害計画課

200-2663 33601

②障害者虐待防止に向けた取組の推進
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④障害者体験企画の展開 障害者体験を通した障害への理解促進 P172
市民文化局
市民スポーツ室〔スポーツ事業推進〕

200-3544 27403
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スポーツ活動の推進 P174
市民文化局
市民スポーツ室〔スポーツ事業推進〕

200-3544 27403

(10)社会参加の促進

①障害者スポーツ

②障害者の文化・芸術活動

文化芸術に取組める環境の整備 P176
市民文化局
市民文化振興室〔文化創造推進〕

200-2279 27701

障害者作品展の開催 P176
健康福祉局
障害福祉課

200-2656 33801

スポーツ施設の利用促進 P175
健康福祉局
障害計画課

200-2663 33601

スポーツ指導者の養成 P175
市民文化局
市民スポーツ室〔スポーツ事業推進〕

200-3544 27403

身近な場での文化活動の推進

健康福祉局
精神保健課

200-2430 33901

障害者団体等の育成と協力関係の構築 P180
健康福祉局
障害福祉課

200-2656 33801

P177
健康福祉局
障害福祉課

200-2656 33801

ボランティア活動やＮＰＯによる地域
支援の充実

P179
健康福祉局
地域包括ケア推進室〔地域福祉〕

200-2625 33201

(12)自殺総合対策の推進 ①自殺総合対策の推進 自殺総合対策の推進 P183
健康福祉局
精神保健課

200-2430 33901

(11)多様な支え合いの構築

①地域の多様な支え合いの構築

②障害の自己理解とピアサポート

多様な団体等との交流による地域に根
ざした活動の推進

P179
市民文化局
市民活動推進課

200-3716 26201

障害者と地域をつなぐ取組の展開 P180
健康福祉局
障害計画課

200-2663 33601

ピアサポートの充実（再掲） P180

施策体系 施策課題 事業名
掲載
ページ

事業の主な所管部署
電話番号

外線 内線
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方針Ⅲ　やさしいまちづくり

ノンステップバス導入の促進

200-2705 35201

総務企画局
行政情報課

200-2049 21701

ウェブアクセシビリティの向上 P191
総務企画局
シティプロモーション推進室広報担当

200-2286 23402

まちの整備状況等に関する情報提供 P189
まちづくり局
企画課

掲載
ページ

事業の主な所管部署
電話番号

外線 内線

P187
まちづくり局
交通政策室〔地域交通対策〕

200-2762 35801

P188
建設緑政局
路政課

200-2808 38601

P188
建設緑政局
みどりの保全整備課

200-2389 40801

P188
まちづくり局
企画課

200-2705

P186
まちづくり局
企画課

200-2705 35201

P187
まちづくり局
交通政策室〔交通計画・小杉駅混雑対策〕

200-2705 35201

まちづくりへの市民参画

駅舎のエレベーター等の整備推進 200-3546 35803

歩行空間の改善 P188
建設緑政局
企画課

200-2756 39102

歩道上放置物の改善

公園のバリアフリー化

休憩施設・公衆トイレの整備 35201

案内標示、掲示板の改善

福祉のまちづくりの推進 P186
まちづくり局
企画課

200-2705 35201

(13)生活環境のバリアフ
リー化の推進

①福祉のまちづくりの推進

②公共交通機関のバリアフリー化

③道路のバリアフリー化

④公共施設のバリアフリー化

⑤まちの情報提供の充実

⑥情報バリアフリーの推進

施策体系 施策課題 事業名

公文書作成におけるカラーユニバーサ
ルデザインへの取組

P190

情報提供の充実 P190
総務企画局
シティプロモーション推進室広報担当

200-2286 23402

P189
まちづくり局
企画課
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200-3139 22509避難所機能の強化 P192
総務企画局
危機管理室〔地域連携〕

ＤＰＡＴ（災害派遣精神医療チーム）
の整備

P193
健康福祉局
精神保健課

災害時情報伝達手段の確保 P194

(14)災害・緊急時対策の強
化

①災害に備えた環境整備

②情報支援

③地域での見守り活動

災害時支援体制の構築 P195
健康福祉局
庶務課〔災害対策担当〕

非常時における通報手段の確保

200-2430 33901

防災情報の提供 P194
総務企画局
危機管理室〔防災啓発〕

200-2478 22506

総務企画局
危機管理室〔災害システム〕

200-2856 22505

P196
健康福祉局
障害福祉課

200-2656 33801

200-0434 32151

施策体系 施策課題 事業名
掲載
ページ

事業の主な所管部署
電話番号

外線 内線
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